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16世紀半ばイングランドの財政危機と財政改革の理念  
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序  章   

近世イングランドの国家財政史に関する近年の研究動向を振り返って見る時、大きく分け  

て2つの重要な潮流を認めることができるであろう。1つは近世イングランドの国家財政史研  

究が、格段の進歩を遂げつつあるということである。中でもオブライエンの一連の研究によ  

り、15世紀末から19世紀初頭までの約三世紀にわたるイギリス国家財政の長期的動向が提  

示されたことが注目に値する（1）。というのも、それらのデータをもとに、17世紀末から18世紀  

初頭にイギリスの国家財政の構造に重要な転換が生じたことが裏付けられ、またなぜイギリ  

スが世界に先駆けて「租税国家（the Tax State）」から「財政国家（the FiscalState）」へと転  

化しえたのか、その具体的な理由も明らかになりつつあるからである。さらに近年の財政史  

研究の新たな特徴として、かつてのような単なる制度史的あるいは数量経済史的研究にと  

どまらず、政治史、社会史、経済史との関係性が強く意識されている点も重要であり、ブ  

ルーワやブラディックらの財政史をベースとする国家論研究も、こうした文脈の中で捉えら  

れるべきであろヂ。   

第二の潮流としては、ヨーロッパの比較国家財政史研究が本格的に行われるようになっ  

たことである。すなわち、1988年にヨーロッパ科学振興財団（European Science Foundation）が  

スポンサーとなって共同研究プロジェクトが企画され、ヨーロッパの主要国家、領邦、都  

市国家、諸都市などの比較財政史研究が本格的に開始されたのである。このプロジェクト  

の最大の成果は、ヨーロッパ各国の国家財政に関するデ｝夕べースの作成が行われたこと  

であり、現在、それはEuropean State Finance Database（ESFDB）にデジタル情報として公表さ  

れている（3）。また、こうした共同研究プロジェクトの成果は、すでにボニーを編者とする比較  

財政史の論集の中に示されている川。   

こうした研究動向を踏まえながら、本論の問題設定を行ってみよう。たとえば、先述の共  
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同研究の成果をもとに、16世紀ヨーーロツパの主要国の国家財政について比較してみると、こ  

れまで指摘さわてきたような相互の相違点よりも、むしろ多くの類似点が認められることが  

注目されるようになってきた。すなわち、当時のヨーロッパ各国は、イタリア戦争、英仏戦  

争、宗教戦争、神聖ローーマ帝匡はオスマン帝国の戦争に象徴されるように、国内外の戦争  

とそれにともなう軍事費支出の増大に苦しんでいたのである。近年の研究からも、16世紀の  

ヨ、血［］ッパの主要国の国家歳出額の増加率は、かつて見られないはどに高まっていたこと  

が明らかとなっているt5）。こうした膨大な戦費は、もはや王領地や封建的付帯収入などの、  

いわゆる国王や君主の直轄収入（domain revenue）だけでは賄いきれるものではなく、議会課  

税収入やそれを担保とする公債への依存度が急速に高まっていった。そのため各国の政府  

は課税収入を増加させるために、国内の直・間接税の課税対象範囲を拡大したり、徴税機  

構を拡充することを余儀なくされ、結果的に中央集権的な傾向を強めていったのである。確  

かに16世紀のヨーロッパでは、「直轄収入国家（Domain State）」から「租税国家（Tax State）」  

への移行が促進されたが、その際に次の点に注意すべきであろう。すなわち、当時の政府  

は、16世紀の財政危機が起こる以前より「直轄収入国家」から「租税国家」へ移行し近代  

化を図ろうとしていたのではなく、予想をはるかに上回る軍事費の増大を契機として、国家  

財政収入の重点を直轄収入から租税収入へと移行させることを余儀なくされ、その結果とし  

て「租税国家」が誕生したのである。本章では・、16世紀半ばのイングランドにおける財政  

改革を検討しながら、イングランドがこの共通の財政問題にいかに対処したのか検証してみ  

たい。   

もとより近世ヨーロッパの各国は、いずれも戦費と負債の増大という財政上の深刻な問  

題を抱え、「直轄収入国家」から「租税国家」への移行の道を模索していたといっても、そ  

れぞれの政治的・社会的・経済的条件のあり方によって、実際にはその過程は多種多様  

なものとならざるをえなかった。イングランドのように17世紀半ばの「内乱」以降に、急速  

に租税国家としての体裁を整える国家もあれば、フランスやスペインのように16世紀の段階  

ですでに租税収入が国家財政収入のかなりの部分を占め、しかも事実上、恒常税化してお  

り、漸次的な発展を遂げていった国家もある。また一方で、スウェーデンやデンマークでは  

1630年代後半になっても、国家財政収入の半分近くが直轄収入から構成されており、プロ  

イセンにいたっては、1778～9年時点においても、直轄収入は全体のほぼ半分近くを占めて  

いた。国家構造の中央集権化の進展度にしても、ヨーロッパ内部で違いが見られた。すな  

わち、16世紀以降に西ヨーロッパ地域では中央集権化が急速に進められたが、中央、中  

－2・－   



央東（casトCCntral）ならびに南ヨーロッパ地域では、それは全休として、かなりゆっくりとした  

ペースで行われたrb）。とすれば、16世紀半ばのイングランドにおける財政改革の理念や政  

策と大陸側諸国のそれに違いが見られる場合、それはイングランドのいかなる国家構造あ  

るいは財政構造により規定されていたのかが問われねばならない。これが本論の第二の課  

題となる。   

そこでまず、16世紀半ばイングランドの対外戦争の遂行が網家財政を危機的な状況に至  

らした要因を探り、政府がいかなる財政理念に基づいて財政改革に取り組もうとしていたの  

かを検討する（第Ⅰ・tI章）。次に財務府出納部（thcExchequerofReceipt）における貝体的な財  

政改革や戦時財政運営のあり方を見ていくことにしたい（第lII章）。  

註  

（1）0’Brien，P．K．and Hunt，P．A．，‘The RiseofaFiscalStatein England，1485－1815’，   

励肋衰／jhsearch，VOl・66，PP・129－176；0－BrienandHunt・‘England1485－1815’，inBonney，   

R．，ed．，mCR］おof血ヲ月払／Sbjelb励J堺Cl］2Wj81＿耳以下KFSE略記），（Ox丘）rd，  

1999），pp－53－100；P．オブライエン／秋田戊・玉木俊明訳『帝国主義と工業化』ミネルヴァ   

書房、20（カ年。  

（2）Braddick，M・J・，乃cDu昭’OfSbh？：肋boHaHdfhe月加∽C吻dtbe句殖カL勤毎1潤   

一17Z41（Manchester，1996）〔酒井重責訳『イギリスにおける租税国家の成立』ミネルヴァ   

書房、2000年〕；Brcwcr，J．，乃ど5加β階ガ乃帽†：勒肋伊都d鹿柳jね掲ノ∂紺   

－ノ徽（London，1989）〔大久保桂子訳『財政＝軍事国家の衝撃』名古屋大学出版会，2003   

年〕．  

（3）ホ叫ムペイジは以下の通り。http：〟www．1e．ac．uknli／bon／ESFDB／index．html（以下ESFDB略記）．  

（4）Bonney，ed．，R．FSE；do，ed．，丘伽OmltSvs触βDdSb把月加ブ掲（以下ESSF略記），  

（Oxfbrd，1995）；Bonncy，eds．，Gフぬちノおγ仇b〟加∫β〟♂甜二助∫怨由良プ伽lγ頭．妙加   

点〝甲認プ血感触呵γノノー紗ノ＆珂以下C兄ぷG略記），（Stamibぬ，1朔）．  

（5）Kt；rner，M．，‘struCtureS：Expenditure’，inESSF，P．419．  

（6）Schulze．W．，‘Thc Emergcnce and Consolidation ofthe‘Tax State’：The Sixteenth  

†  Century，in反∫∫凡pp．261－7．  

－3－   



116世紀半ばイングランドの対外戦争と財政危機  

1．16世紀半ばイングランドの国家財政構造   

では16世紀半ばイングランドの国家財政構造について、主に国家財政収入の動向を検討  

しながら、その特徴について明らかにしてみよう。   

まずオブライエンのデータをもとに、15世紀末から19世紀初頭までの約三世紀聞の国家財  

政収入の動向について見てみよ頁表力。それによれば名誉革命期あたりから急激に収入緻  

が上昇していることと比べれば、それ以前の収入額は全体的にほぼフラットな状態にあった。  

しかしながら注目されるのは、1530年代後半から1550年代初頭にかけて一時的に急上昇し  

ている点である。この時期が本章で問題にしている、まさに戦費増大による財政危機とその  

克服を目指す財政改革期であったことを考えると、なおさら興味をそそられる問題である。  

16世紀半ばに国家財政収入の規模が急激に拡大した理由としては、貨幣の悪鋳に加えて、  

宗教改革の一環として大・小の修道院領が没収され王領地に編入されたことによるところが  

大きかった。さらに経常収入として、聖職者に課される初年度収益ならびに10分1税も国家  

財政収入の中に組み込まれたため、この時期に国家財政収入に占める教会関係の収入の  

割合はピークに達したのであるtl）。   

クーニッチの研究に基づきながら、この時期の国家財政収入の特徴について、より詳しく  

見てみよヂ。（表笥は1534年から1547年にかけての国家財政収入を主要財政部局ごとに総  

額で示したものである。①～⑤までを国王の旧来の収入として見た場合、その総額は2，269，521  

ポンドになる。そのうち最も重要な収入源は⑤俗人課税収入（全体の47％）であり、以下②と  

③から得られた王領地収入（28％）、①財務府収入（22％）、④の後見裁判所の収入をはじめと  

する国王大権に基づく収入（3％）と続いた。   

しかしながら、分析視角を変えてみると、国王の旧来の収入（①～⑤）は総収入額の42％に  

しか達しておらず、その過半数にあたる58％がこの時期に新たに編入された収入（⑥～⑧）によ  
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（表1）国家財政収入の動向（1490－1820）  

11は0  1誹  1550  1580  1610  1朗0   鳩70  17【追  1730  17㊥）  1丁90  1820   

1）0′Brien，‘England，1485－1815’，p．63より作成。  

2）借入金額は、数値の中に含まれていない。  

3）145ト75年の不変価格（constant price）をもとに作成されている。  

（表笥 国家財政収入（1534－47年）  （単位＝ボン円  

収入額   ％   

①財務府   492，759   9．2   

② ランカスター公領裁判所   222，000   4．1   

③総調査官裁判所   427，080   8．0   

④後見裁判所   68，779   1．3   

（9俗人課税   1，058，903   19．8   

⑥増加収入裁判所   1，989，926   37．1   

⑦初年度収益裁判所   539，125   10．1   

⑧造幣局   558，942   10．4   

総 額   5，357，514   100．0   

1）Cunich，（pClt，P．123のTable5．1より作成。  
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り占められていた点が注目に伯する。⑥は宗教改革の・環とし、‾亡没収され三i三領地へ編入さ  

れたほ－！大一小修道院領を扱っており、全収入額の37．1％を占め他を圧倒していた。この事  

突から当時の国家財政運営において中心的役割を果たしていたのが、同部局であったこと  

がわかる。同部局の収入の内訳を見ると、王領地収入が56％に対して、1540年代に入って  

本格的に実施される旧修道院領の売却益が41％を占めており、言うまでもなくこの部分の多  

くは、永久に国王の辛を離れることになった（jJ。  

152り年から1534年までの5牢間の国家財政収入の年平均収入額が約85，000ポンドであった  

のに対して、1542年から1547年までの5牢間の年平均収入額は約67万ポンドとなっており、  

わずか10年たらずの間に裾も増加したことになる川。この事実だけ見れば、かつてエルトン  

が論じたように、それをテユーダー朝期の「行政革命」ないしは「財政革命」と呼べなく  

もないが、それについては批判も少なくない（5）。争点は多岐にわたっているが、本章との関  

わりで重要なのは、先述の新たな収入（⑥～⑧）の増加の財政的意義に関わる問題である。  

オブライエンは、その多くが旧修道院領の売却益と貨幣の悪鋳の利潤からなっていた点を  

重視する。1547年までの5年間だけで、その額は1，101，916ボン代国家財政収入総額の約  

36％）、1546～1547年には全体の47％に達しており、確かに収入額だけ見れば大きいが、い  

ずれにしてもー一時的な収入であることに変わりはない。つまり、これらはその場しのぎの政  

策であり、「財政革命」とは言い難いというわけである（6）。ところが近年、グーニッチの研究  

から増加収入裁判所が扱う新たな王領地収入（＝旧修道院領）が、かつてディーツらが算定し  

たものよりも大きいことが明らかとなった。オブライエンらが重視する王領地売却ならびに貨  

幣の悪鋳政策は1550年代初頭には一段落するし、1534年～1547年の国家財政収入に占める  

それらの割合は、∠扮以下にとどまる。むしろ注目すべきは、1530年代の宗教改革により  

新たに追加された王領地収入ならびに聖職者に対する課税収入（表2の⑦）のいわゆる新た  

な経常的収入（new recurrent revenues）が加わり、この時期の国家財政収入全体の約扮1を  

占めていたことである（7）。  

（表即こよれば、新・旧の経常的収入の総額は、1530年代初頭から倍増しており、1550  

年代初頭に貨幣の悪鋳が停止されて以降の国家財政収入の安定的基盤となるのである冊。  

軍事費の増大に早急に対応するために、課税収入をはじめとして国家財政収入の規模の拡  

大をはかることは、イングランドに限らず、16世紀ヨーロッパの主要国の全般的な傾向であ  

った。国家財政収入の年平均額について、いくつかの事例を提示してみよヂ。  
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（表笥 経常的ならびに非経常的収入の動向（1529－1547）   

153015311532153315341535153615371538153915401S11154215431544154515ヰ81547  

ぬOld陀CU汀色nlrev色nUeS  恋韮：遜∩蹟〝reCU汀enlrevenu（＄  

－nOn－r臼コJ汀enlrevenue5  

1）Cunich，CPClt，P．133，Fig．5．1より作成。  

イングランNま、52，000ボン代1485～90年）から382，000ボン代1598～1600年）、また16世紀半ばに  

イングランドの交戦国であったフランスも、346万ルーヴル（1500年頃）から2030万ルーヴル  

（1608年）に増加している。また世に名高い無敵艦隊アルマダで海洋を支配し、16世紀末にイ  

ングランドの軍事的脅威となったスペイン王国の場合も、150万ドゥカッ恒1ucats）（1507～8年）か  

ら1300万ドゥカッ圧1598年）に増加している。一方、イタリア戦争以来、常に外的による侵略  

の脅威に晒されてきたイタリアの都市国家についても同様の傾向を見て取れる。ナポリ王国  

は438，845ドゥカッ亘1507～8年）から250万ドゥカッ圧1595年）、ヴェネチア共和国は150万ドゥカッ  

圧1500年）から245万ドゥかソト、教皇国家（the PapalStates）はローマにおける収入だけで  

118，000ドゥカッ圧16世紀初頭）から108，000ドゥカッ圧16世紀末）に増加している。また神聖ロー  

マ帝国も南東部国境地域においてオスマン帝国の軍事的脅威に苦しんでいた。そのため帝  

国税（Imperialtaxes）の徴収額が激増していくことになる。総額にして430万フロリン（florin）（1521  

～1556年）から2330万フロリンに増加した。特に帝国内北部地域よりも、モラヴィアとボヘミア  

を含むハブスブルク家領がより多くの財政負担を強いられたと言われている。単純な比較  
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はできないものの、1机勘紀ヨー［］ッパにおける国家財政収入の全般的な増加傾向であれば、  

十分に読み取ることが可能であろう。  

2，16世紀半ばの戦時財政運営  

1542年以降、イングランドはスコットラン代1542～4，1547勺1やフランス（1544～50年）と幾度と  

なく戦火を交え、1551年にフランスとの和平が成立するまで、まさに戦時体制Fにあった。  

また国内でも政府は1536年の恩寵の巡礼（the Pilgrimage ofGrace）、1549年の西部反乱やケ  

ット反乱などの鎮圧にあたらねばならなかったのである。この間の戦費としてわかっている  

だけでも、ヘンリ8世期に210万ポンド、エドワード6世期に140万ポンドが戦費として支払わ  

れており、合わせて350万ポンドという額は、1522～4年の対仏戦争時にかかった戦費の約∠1倍  

に相当した（10）。（表御こ基づき国民所得に占める政府費消分の割合についてみると、1540年  

代に戦時・平時のいずれにおいても、政府費消分が急増しており、そのレヴェルは17世紀  

末以降の第二次英仏戦争時まで超えられることはなかったことがわかる。  

（表司をもとに国家財政支出の内訳について、より詳しく検討してみよう。支出総額は約  

408万ポンドであり、（表笥の総収入額と単純に比較すると、約126万ボンドの余剰金が生じて  

いたことになる。しかしながら、この数値はいくつかの理由により、下方修正する必要があ  

る。というのも、後述するように、当時の財政部局の会計記録を扱う際に注意すべきことの  

一つは、未だに財政部局に入ってきていない滞納金（＝a汀earS）が収入額として処理されてい  

ることである。そこで、実質金額に近づけるには、余剰金密から滞納金額を差し引く必要が  

あり、クーニッチは最終的に余剰金額を831，708ボン代全収入額の約15％）に下方修正してい  

る（川。実際には余剰金額はさらに少なかった可能性もあるが、現段階においては、これが  

史料上の限界である。また、余剰金がどれほどあったにしても、1547年以降の膨大な軍事  

費支出を支えることはできず、財政危機に陥ったことに変わりはない。   

こうした問題点を含みながらも（表司カ1ら、各支出項目の全体的な傾向であれば、十分に  

読み取ることができる。③の軍事費支出をひとまず別とすれば、最大の支出額は①国王や  

王族の家政費、ならびに②チェインバー財務官が支払った国王の個人的経費であり、総額  

は957，937ボン代全体の23．4％）になった。それは1529～30年の会計年度の全収入額に匹敵し  

ており、この時期に国王宮廷費も急増していたことがわかる。またヘンリ8世期に④の国内  

における宮殿や城郭の建築が積極的に進められていたことから、この時期に国王宮廷を中  
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（表4）国民所得の推計値に占める総収入の割合（1∠185・”1815）  
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l）0’Brien，‘Theriseofafiscalstate’，P．159より作成。  

（表司 国家財政支出（1534－1547年）  （単位＝ボン円  

支出額   ％   

①宮内府ならびに国王の個人的経費   547，937   13．4   

②チェインバー財務官   410，000   10．0   

③軍事・国土防衛費   2，267，117   55．5   

④建築費   226，822   5．6   

⑤外交ならびに公的業務   46，069   1．1   

⑥修道士その他への生涯年金   308，492   7．5   

⑦年金、手数料、その他の諸経費   217，878   5．3   

⑧アントウェルペンでの借入金の返済費   32，260   0．8   

⑨その他の諸経費   31，736   0．8  

4，088，311   100．0   

1）Cunich，CP，CIt，P．134，Tab15．2より作成。  

2）④は非軍事的建物の建築・修復  

3）⑦は増加収入裁判所管轄のもの  
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心にルネサンス文化が開花していった様子を垣間見ることも可能であろう。次に多かったの  

は⑥、⑦の年金、手数料の経費であるが、この時期にそれらの額が増加したのは、修道  

院の解散にともない生活の糧を失った修道士（ex－rel噛OuS）たちに年金が支払われたためであ  

る。したがって、その嶺は修道士の数が年々、減少していくのにともない少なくなっていっ  

た。   

しかしながら、ヘンリ8世期全体を通じて最大の財政的負担となっていたのは、⑨軍事費  

・国土防衛費であった。その額は2，267，117ボン代55．5％）で全体の半分以上を占めていたが、  

その多くは1542～46年にイングランドがスコットランドとフランスに挟撃され戦争が激化する時  

期に集中していた。中でも戦略上、イングラント渾のフランスにおける橋頭墜であったブロ  

ーニュとカレーの城塞建築・修復に167，842ボン一切ミつぎ込まれ、さらに1543～5年の最も激し  

い戦闘が行われた時期に、兵士への給与、軍事物資や弾薬の購入・補給などに120万ボン  

関与支払われている（12）。本論第ⅠⅠⅠ章でも論じるように、エドワード6世期の財務府も、対仏  

・スコットラント戦費や海軍費などの増大とその資金繰りに悩まされていた。つまり16世紀半  

ばイングランドの国家財政は、かつて見られないほどの軍事費の膨張により、財政的圧迫  

を受けていたのである。   

この膨大な軍事費は、これまで見てきたような王領地収入、旧修道院領の売却、俗人課  

税収入、貨幣の悪鋳、余剰金をしても、十分に対応できるものではなかった。こうしてイン  

グランドは、1544年以降、国際商業都市アントウェルペンに本格的に参入し、フツガ一家や  

フラン杓レ商人、フィレンツェ商人、ジェノヴァ・ハウス（Genoese House）など外国商人からの  

賃上げへの依存度を高めていく13）。⑧では32，260ポンドと、この時点では負債の返済や利払  

い額は目立たないが、ヴオーガン（Vaughan，S〕を交渉の代理人に立てて開始された賃上げ  

は、その後も繰り返され、1552年8月の段階でヘンリ8世期以来の対外債務は、国内債務と  

はぼ同額の約11万ポンドに膨れあがっていた（14）。対外債務の額の大きさもさることながら、  

さらに問題であったのは、この時期に14％という驚くべき高利で短期返済を条件に起債が行  

われていたことである（15）。軍事費の支払いのために対外債務額が膨張し、その返済に迫ら  

れて貨幣の悪鋳（＝銀平価の切り下げ）を繰り返すという悪循環により、アントウェルペン為替  

市場におけるポンドの価値も、かつてポンド当た喋5シリング（25s．Flemish）を超えていたも  

のが1551年には13シリング4ペンス（13s．4d．Flemish）に急落する。イングランドは戦争遂行の  

ために、アントウェルペン為替市場の禁断の実に手を染めてしまったのである（16）。   

しかしながら、（表句からも明らかなように、軍事費ならびに負債額の増大は、イングラン  

【10「   



ドのみならず16世紀のヨーロッパの主要国が抱える共通の財政問題であった。神聖ローマ  

帝国（Enlpjre）において、155ウ年以降に負債の返済や利払いは全支出額の30～45％を占めてい  

た。しかしながら、］599年には対外戦争（SeCurity）の支出額が増大したため、相対的に見て12％  

に減少している。  

（哀切神聖ローマ帝国、ヨーロッパの領邦や王国の支出項目とその割合（1500－1600）  
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l）丘∫∫月，p．407，Fig．56より作成。  

また帝国と領邦の関係についてみると、いくつかの興味深い点を指摘できる。ヴュルテンプ  

ルク（WGrttenburg）伯領の場合、1535年までに負債額（debts）が80％以上まで増加し危機的な財  

政状況にいたるが、その後に改善され、1580年以降には12～13％程度に落ち着いている。ヘ  

ッセン（Hesse）方伯領の場合は、16世紀初頭には宮廷（COurt）、行政費（administration）の割合が  

高く、負債額もそれはど大きくなく政治的に安定していた。しかしながら、宗教戦争とくに15  

40年代にシュマルカルデン戦争に巻き込まれたために、戦費が急増し全体の60％を超えて  

いる。この二つの領邦に関して、より注目されることは、16世紀後半以降に移転支出金  
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（transf盲rs）の割合が増加していくことである。その内訳については、各国、地域で様々である  

が、ヴュルテンプルク伯領とヘッセン方伯領の場合、その多くが帝国税（theImperia】Tax）の  

支払いで占められていた。先述の神聖ローマ帝国の軍事費の大きさから考えて、帝国税収  

入の多くが帝国防衛費に充てられたと考えるのが妥当であろう。したがって、二つの領邦の  

帝国税を軍事費と考えれば、両者の領邦内外に関係する軍事費はさらに大きくなるのであ  

り、おそらく帝国内の各領邦は同じような問題を抱えていたものと考えられる（117）。   

ナポリ王国では、軍事費は1574年に51％でピークに達しているが、その後は減少傾向に  

あり、1627年にはわずか27％にとどまっていた。しかしながら、負債額は常に大きQ6～56％  

を占めていた。スペイン王国の場合、戦費が約20ワも，負債額が約40％でほぼ安定していた  

が、その一方で16世紀後半以降に移転支出金の額が増加している。これは主にスペイン領  

であった低地地方（Netherland）における独立運動を鎮圧するために軍事的支援金として同地  

へ送金されたものである（18）。  

16世紀のヨーロッパの主要国では、かつて見られなかった規模で国家財政支出額が増加  

していった。その最大の要因は軍事費の増大とそれに伴う負債額の増大であり、宮廷費や  

行政費は、それらの後塵を拝していた。このような危機の克服のためには、国家財政収入  

を増加させ安定的基盤を築くことが急務であった。そのため王国内全域を網羅するような徴  

税機構を確立させる政策が試みられるようになり、結果的に中央集権的傾向が強まっていっ  

たのである。  

3．16世紀半ばの財政危機に対するイングランドの対応  

（1）枢密院によるフランス侵攻計画の立案   

それにしても、イングラン因まなぜこのように無謀な戦争を行ったのだろうか。思わず、こ  

のような素朴な疑問を持たざるを得ない。しかしながら、そのような疑問は、イングランド  

側は何ら目覚ましい戦果を得られず、最終的に1558年にカレーにあった最後の橋頭壁を失  

い大陸からの撤退を余儀なくされ、残ったのは膨大な負債だけであったことを事実として把  

握しているがゆえに生じるものといえる。  

1543年にヘンリ8世がフランスに侵攻した時に、この戦争が約8年にもおよぶ長期戦となり、  

これ程の戦費がかかるとは、誰も予測できなかったであろう。この戦争が神聖ローマ帝国  

のカール5世とヘンリとの強力な軍事同盟のもとに進められたとあれば、なおさらである。   

当時の政府が、この戦争を楽観的に捉えていたことを裏付ける理由はまだある。1544年  

¶12－   



夏に42，000名の兵士を動員してのフランス侵攻作戦が計画された時、枢密院の主要メンバ  

ーであった大法官ライオセスリイ（Wriothesley，T．）とパジェッriPaget，W．）は、綿密に対仏戦費  

の試算を行い、その額を約25万ポンドと算定した。彼らの軍資金の調達計画によれば、国  

王金庫の余剰金に頼らず、まず通常収入で134，000ボンドを確保し、残りの116，000ポンドにつ  

いては、非経常的手段として王領地や旧修道院の鉛製品の売却、貨幣の改鋳による利益、  

公債の発行などで賄うというものであった（19）。彼らをこのように強気にさせたのは、1534年か  

ら対スコットラント戦争が始まる前の1543年までに、クロムウ工ル（Cromwell，T．）の財政政策が  

功を奏し、かなりの余剰金を創出することに成功していたからである。クーニッチは、少な  

くとも帳簿上、国家財政収支の差額が約100万ボンドであったと推定しており、その内訳は、  

準備金、動産、滞納金（a汀earS）、借入金からなっていた（20）。   

しかしながら、枢密院は早くも戦時財政運営の厳しい現実を突きつけられることになる。  

対仏戦の費用は実際には1544年に65万ポンド1545年に56万ポンドにのぼり、当初の財政  

計画は脆くも崩れ去った。そのため、当初の予定にはなかった国王金庫の余剰金を投入し、  

外国商人からの借入金や貨幣の悪鋳に頼らざるを得ず、財政危機に陥ってしまったのであ  

る（21）。こうしてみると、確かにライオセスリイを中心とする枢密院の財政計画は見込みの甘さ  

が目立つが、その責任をすべて枢密院や当時の財務官たちに帰すわけにはいかない。と  

いうのも、テユーダー朝期の財政機構の特殊なあり方が、枢密院に国家財政収支の全般  

的状況を知ることを許さなかったからである。当時の国家財政収入の査定・徴収ならびに  

支出は、財務府（the Exchequer）や増加収入裁判所（the Court ofAugmentations）をはじめとす  

る複数の裁判所（Courts）、国王私室（theKing’s Chamber）、公領（theDuchies）その他の財政部  

局ごとに個別に行われていた。そのため単一の部局が国王収入の受領や会計報告に全般  

的な責任を負うことはまずなかった。いくつかの財政部局の会計報告書を一つにまとめ政府  

へ提出する試みもなされることはあったが、それは多くの場合、財政危機などが生じた時  

に限られていた。本章で検討する1552年財政委員会により作成され枢密院へ上梓された会  

計報告書も、そのような性格のものであり、当時の全般的財政状況を知るための貴重な史  

料として、研究者により度々用いられてきたのである（22）。   

もう一点ほど指摘しておかねばならないことは、当時の財政部局の会計報告書の複雑さ  

である。財務府の会計業務の複雑さについては、本論第ⅠⅠⅠ章で論ずるが、他の財政部局  

についてみても、同様のことがいえる。たとえば、増加収入裁判所の場合、それは上位  

（Treasurers’Accounts．本庁の財務官の収支決算記録）、中位（Receivers’Accounts．カウンテイ・  
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レヴニルでの特定収入官の収支決算記録）、下位（Ministersr AccountsJ也カレヴェルの何千に  

も及ぶ執政官や徴収官の収支決算記録）の三層の会計報告書が存在していた。下位レヴェ  

ルでの徴収金は収支決算を行ったのちに、その余剰金が上位レヴ工ルヘ納入されることに  

なるが、収支決算の段階で各レヴェルの支出分（たとえば人件費、建物修理費、行政関連  

費など）が引き落とされることになる。したがって、増加収入裁判所の総収入・支出額をよ  

り正確に算出するには、この三層の会計報告書をクロスさせる必要があるが、それは困難  

を極める作業であり、しかもそれを各財政部局ごとに行うとなれば、個人の研究能力をは  

るかに超えるものといってよい。当時の枢密院の最大の関心事も、本庁における最終的な  

余剰金であったことから、中・下位レヴェルの実態については、十分に把握できていなかっ  

たと考えるのが妥当であろヂ）。1550年3月にフランスとの間に和平協定が結ばれると、枢  

密院を中心に財政危機の克服と財政改革の試みが本格化することになるが、こうした事情  

から、それはまず国家財政の全般的状況を把握し、その間題点を洗い出すところから開始  

されることになった。  

（2）1552年財政委員会の設置  

1540年にクロムウェルが政治的に失脚して以降、テユーダー朝期の財務行政のイニシア  

ティヴは、枢密院の手に移ることになった。   

しかしながら、ヘンリ8世が没して以降、テユーダー財務行政に諸々の深刻な問題が生  

じてくる。先述のように対仏・スコットランド戦争に伴う戦費の増大、深刻な経常収入の不  

足と経常支出の増加、さらに各財政部局内での腐敗の浸透、人員過剰、俸給額の上昇と  

いった問題である。さらに枢密院内部でも派閥抗争が生じたため、財務行政の統制能力は  

かなり弱まっていた。サマセット公（the Duke ofSomerset，Edward Seymour）が失脚し、事実  

上、ノサンバランド公（theDuke ofNorthumberland，John Dadly）が政権を掌握すると、彼は国  

家財政を健全化するための注目すべき財政改革を開始する。彼は1550年3月にフランスとの  

和平を実現し、対仏戦という多大な財政負担を取り除き、国内の財政問題に取り組む。   

彼の財政政策の特徴は、重要な政策課題の遂行の中心に枢密院（より具体的には枢密院  

内に設置された小委員会）を据え、枢密院の行政的権限を高めていったことである。彼の時  

代に設置された枢密院内の小委員会のうち、枢密院のメンバーーが加わっていたものは34に  

のぼったが、そのうちの20の委員会が財政改革に関わっていたことからも、彼がいかに財  

政問題を重視していたのかが知れよヂ）。これらの財政改革に関わる委員会は、その性格  
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からして、いくつかのグループに分けることができる。   

まず第一のグル帥プは、各財政部局に会計報告書を提出させ、それに基づいて国家財  

政の現状、特に余剰金の額とその所在を把握することを主たる目的とする委員会である。こ  

うした委員会は、枢密院令状から少なくとも六つの委員会を確認できる（ユ5〕。枢密院は、財  

務府、増加収入裁判所など主要財政部局の財務官に対して、毎週土曜日に、枢密院にお  

いて会計報告を行うことを命じているが、そこまで厳密に会計報告が行われていたことを示  

す史料は今のところ見つかっていない（26）。逆に枢密院が度々そうした会計報告書の提出を  

求めていること自体が、こうした委員会の活動がうまく機能していなかったことをかえって裏  

付けているともいえる（2了）。いずれにしても、それらの会計報告の中で、枢密院が最も関心を  

寄せていた情報は、各財政部局に納入されるべき収入の滞納金（a汀earS）ならびに国王の債  

権額と目下の余剰金の額であった。第二のグループは、その情報に基づいて、当時10万  

ポンドにものぼると推定された滞納金や負債金（2S）の徴収業務を強化し、収入の増加をはか  

るものであった。1552年胴2日に6名からなる最初の負債徴収委員会が発足し（29） 、同年2月  

8日に枢密院の令状によって、各財政部局に対して負債徴収の強化とその手続き方法が示  

された（30）。第三のグループは、国家財政の状況を把握し、財政部局の統廃合について検  

討する委員会であり、二つの委員会（1552年調23日、1552年12月12日）を確認できる（31）。こ  

のように財政委員会の活動範囲は、当時のテユーダー財務行政のあらゆる領域に及んでい  

たのである。   

では、1552年財政委員会の設立の経緯について見ておこう。まず1552年胴2日に開封勅  

許状（theletters patent）が発行され、先述の6名からなる負債徴収のための財政委員会が設  

置される（32）。同勅許状の内容から、この委員会が二つの特命を帯びていたことがわかる。  

まず第一に各財政部局から経常収入・支出に関するすべての会計報告書を提出させ、それ  

をもとに各財政部局がどれ程の負債・未徴収金を抱えているのか、またどれ程の余剰金を  

持っているのかを調査すること、第二に、債務者・滞納者のリストを作成し、その徴収、示  

談、取り消しを行うことであった。ところが、実際に委員会の活動が開始されると、この二  

つの職務のうち、負債・滞納金の徴収は、明らかにより重要かつ緊急な問題であったため、  

委員会の活動のかなりの部分が、この仕事に費やされることになってしまった（ココ）。そこで、  

二つの職務は切り離され、1552年3月23日に国家財政の状態を調査するための委員会が、  

同委員会から独立分化する形で設立されることになったのである。この委員会は、国家財  

政の状態を調査することを命ぜられていたが、さらに重要なことは、その活動領域が初めて  
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各財政部局内の運営状態を調査することに拡大されていることであった。  

（3）1552年財政委員会のメンバー構成  

【委員会の構成メンバーー】   

ここでは、この委員会の構成メンバーを検討しながら、当時の財政改革にどのような人々  

が関わっていたのか検討してみよう。同委員会の構成メンバーは9名であり、その内訳は  

（表乃に示した通りである。   

このうち1552年調初旬には、すでに7人のメンバーが確定していた（3べ）。まず先の1552年胴  

にすでに活動を開始していた負債徴収委員会から、ボウズ（Bowes，R．）とマイルドメイ（Mildmay，  

W．）の2人がメンバーに名を連ねている。新たに加わったのは、ダーシー（Thomas Lord  

Dacy）、サービィ（Thirlby，T．）、コット巧Cotton，R．）、ロス（Wroth，T．）、ゴスノル代Gosnold，J．）  

の銘であった。1552年調23日に正式に開封勅許状（theletterpatent）が発行された時、さら  

にピーター（Petre，W．）とゲイツ（Gates，J．）の2人が加わっていたが、彼らも先の負債徴収委員  

会のメンバーであった（35）。しかしながら、枢密院へ上梓された最終報告書を見てみると、∈格  

のメンバーのうち6名（ダーシー、サービィ、ゲイツ、コットン、ボウズ、マイルドメイ）しか  

署名を行っていない（36）。なぜ残りの3名（ピーター、ロス、ゴスノル汚が署名を行っていない  

のか、その理由は定かではない。彼ら3人は、委員会の初期の活動に携わっていたことは  

確認できるものの、少なくとも最終的な報告書が作成される段階までに、委員会の活動か  

ら何らかの理由で退いていたとものと考えられる。したがって、同委員会の実質的なメンバ  

ーは、負債徴収委員会のメンバーでもあった3名（ゲイツ、ボウズ、マイルドメイ）と新たに加  

わった3名（ダーシー、サービィ、コットン）の計6名であったことになる。  

【委員会のメンバーの役割】   

まず委員会内部における各メンバーの役割について考えてみよう。これまで同委員会の  

重要性が指摘されてきた根拠の一つに、それが9名の枢密顧問官（privy councillor）から構成  

されていること、つまり彼らが中央政府の中枢部に位置する人々であった点にある（j7）。しか  

しながら、近年の研究から、当時のメンバーのうち枢密顧問官であったものは、4人に過ぎ  

なかったことが明らかとなっている（表確参照）（38）。そのうち最も重要な人物はダーシー  

である。彼は枢密顧問官であると同時に、1551年4月5日以来、侍従長官（the Lord  

Chamberlain）の職にあった。  
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（表7）1552年財政委員会の構成メンバー（theletterpatent，23．March，1552）  

＊ Sir Robert Bowes   

SirWalter Mildmay  

＊ Thomas Lord Darcy   

Thomas Thirlby   

Sir Richard Co任On  

Sir Thomas Wroth  

John Gosnold   

＊ Sir William Petre  

W甜den of the Scottish marches  

GeneralSurveyoroftheCourtofAugmentations  

Lord Chamberlain  

Bishop ofNoⅣichandaMasteroftheCourtofRequest  

formerTreasurerofBoulogne  

One Ofthe4PrincIPalGentlemenofthePlivy Chamber  

SolicitoroftheCourtofAugmentations  

PrincipalSecretary andTreasurerOfthe Court  

of First Fruits and Tenths   

Vice－Chamberlainofthe Household  ＊ SirJohn Gates  

1）＊は枢密顧問官（thePrivyCouncillor）であったことを示す。  

侍従長官といえば、宮内府（theKing－sHousehold）内部において執事長官（theLordSteward）と  

並ぶ最高位の官職であった。したがって、彼は委員会の中では、その政治的重要性から考  

えて委員長的役割を担っていたものと考えられる（3g）。確かにピーターも秘書長官（Principal  

Secretary）であり、また初年度収益ならびに10分1税裁判所の財務官を兼任しており、政府の  

要職にあったことは間違いない（40）。しかしながら、先述のように彼は最終報告書に署名して  

いないことから、委員会における彼の役割は、それほど重要なものではなかったと見てよい  

であろう。一方でこの2人に比べるとボウズとゲイツは枢密顧問官ではあったが、委員会が  

設立された当初に彼らが政府内に占める地位は、相対的に見て低かった。彼らが政府内で  

頭角を現し重要なポストを獲得していくのは、むしろそれ以降のことであった（41）。このように  

委員会のメンバーを全体としてみると、中央政府の要職にあったものの数は少なく、この点  

は当時の他の財政委員会の構成メンバーの中に、より多くの政府の要人が含れていたこと  

とは対照的である（42）。   

次に彼らが財政委員会のメンバーとして、財務行政に関してどれ程の知識や経験を有し  

ていたのか見てみよう。ピーターは、1549年以来、初年度収益裁判所の財務官を務めてい  

たが、少なくともこの時期、実際の業務は彼の代理人により行われていたと言われている（4う）。  

ゲイツは同委員会で活動中に、ランカスター公領大法官（ChancellorofDuchyofLancaster）  

に就任しているが、それがこの委員会における彼の役割に急激な変化をもたらしたとは考え  
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にくい。コットンにしても、1552年明27日に宮内府会計官（the Controllerofthe Household）に  

就任しているが、彼の財務行政上の経験の多くはブ一口ーニュ城塞の財務官など、重要性  

の低い官職から得られたものであった㈹。ダーシー 、ゲイツ、ロスは宮内府内の一部局で  

あるプリヴィ・チェインバー（PrivyChamber）を管轄する近侍長（PrincipalGentlemen）であり、同  
ないどきん  

局内の国王内需金（Privy Purse）の運用・保管の責任を負っていた。しかしながら、それを  

実際に取り扱っていたのは、彼らの書記官を務めていたオズボーン（Osbome，P．）であった（45）。  

注目すべきなのはマイルドメイである。彼は枢密顧問官ではなかったものの、財務行政の  

経験と専門知識の豊富さで、他を圧倒していた。当時かれは、増加収入裁判所内で二番  

目の要職である総調査官（GeneralSurveyOrS）の職にあった。しかも彼は、この時期の主だっ  

た財政委員会には、殆ど名を連ねており、常に中心的な役割を果たしていた（呵。そして、1554  

年に財政改革が実施された際に、大蔵卿（the Lord Treasurer of the Exchequer）  

ウインチェスター侯（Marquess ofWinchester，William Paulet）とともに、その責任の一翼を担う  

ことになるのである。   

これらのメンバーを調査の対象となった各財政部局の内情に精通していたものに限ってみ  

ると、さらに適任者の数は少なくなる。これまで見てきたように、メンバーの多くは財政部  

局ではなく、宮内府内の要職にあった。確かにピーターは初年度収益裁判所の役人であっ  

たが、彼は実質的な職務をこなしていなかった。またゴスノルドも、増加収入裁判所の役  

人ではあったが、彼は上級弁護士（Solicitor）であり、財政よりも法律の専門家であった。し  

かも、先述のように、この2人は最終報告書に署名していない。またメンバーの多くは16世  

紀半ばに設置された財政委員会にも参加しているが、そこでの彼らの活動も、彼らの活動  

全体の中で僅かな部分を占めるに過ぎなかった。こうしてみると、同委員会のメンバーは、  

確かに国家財政運営に何らかの形で関わっていたが、実際に財務行政の現状に関して十分  

な知識と経験を有していたのはマイルドメイのみであり、彼は同委員会において、専門官と  

して実務の殆どをこなしていたものと考えられる（47）。  

【メンバーの選定の基準】   

では、財政委員会のメンバーは、いかなる選定基準に基づいて登用されたのだろうか。  

それを史料的に裏付けることは難しいことだが、これまでの分析からも推測できるように、  

財政改革に関わる委員会のメンバーの選出には、多くの要素が関連しあっていたものと考  

えられる。オールソップは、中でも以下の三点を主要因として挙げている（48）。   

まず第一に、この時期に国王宮廷内にノサンバランド公の一派の一時的な進出が見られ  
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たことである。それが同委員会さらには他の委員会の中に相対的に見てあまり重要ではない  

か相応しくないと思われるような人物が等しく含まれることになったというわけである。つま  

りこれらの委員会が、国王宮廷内におけるノサンバランド公の派閥形成のためのペトロネイ  

ジの一手段として用いられていたということである。その一派の中で最も傑出していた人物  

がダーシーその人であり、ゲイツやロスもその一派に属していた。彼らが宮内府の要職を  

占め、幼少王の周りを固めていたことも、おさえておいてよい事実だろう。   

第二に、委員会の当初の仕事は負債徴収や会計報告書の作成であったが、それに各財  

政部局の内部調査が新たな職務として加わったことを挙げる。つまりそれが結果として委員  

会の活動を複雑にし、委員会のメンバー内の何人かを、その業務に相応しくないものにし  

た。いずれにしても1552年1月の負債徴収委員会において、すでに活動していた∠1名（ボウズ、  

マイルドメイ、ピーター、ゲイツ）は、新たに加わった5名よりも各財政部局の内部情報に通  

じていたことは確かである。   

第三に宮内府を含めて調査の対象となる各財政部局の役人たちが、委員会の大半を占  

めていることである。これは国家財政運営のイニシアティヴを取っていた枢密顧問官たちが、  

各財政部局の主要な財務官たちに、国王が直面する多くの財政問題の責任を帰し、かれら  

にその解決方法を見出させようとしたものであった。  

l11552年財政委員会の報告書にみる財政改革の理念  

1．1552年財政委員会の会計報告書の史料的位置づけ  

16世紀半ばに設置された財政委員会の具体的な活動に関する史料は、多くの場合残って  

いないのが現状である。しかしながら幸いなことに、エドワード6世期に設置された財政委  

員会の中でも、最も重要であったとされる二つの委員会に関する史料が現存している。そ  

のうちの一つが1552年胴2日に設置された負債徴収委員会に関するもの（49）、もう一つが本  

章で扱う委員会の報告書である（50）。後者がこれまで重視されてきた理由の一つは、それが  

テユーダー朝期の国家財政全般に関する唯一の包括的かつ詳細な会計報告書としての評  

価が与えられてきたことによる。特に報告書の第Ⅰ部の会計報告書は、16世紀半ばテユーダ  

ー朝期の国家財政の状態を示す史料として、研究者によりたびたび利用されてきた  
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のである。   

同委員会が作成した最終報告書は、三部構成をとっていた。まず第Ⅰ部は、五つの主要  

財政部局、チェインバー（Chamber）、およびカレー（Calais）における1550～1年会計年度（1550  

Mich．～1551Mich．）の経常収入・経常支出からなる会計報告書である。第ⅠⅠ部は、カレーを  

除く各財政部局内の人員過剰、行政上の腐敗・弊害の具体的な事例の提示と、その是正  

の勧告であった。そして第1ⅠⅠ部は、各財政部局が支出額の増加により多大な出費を強いら  

れていることを確認したのち、そうした負担を取り除くための具体的な財政改革案として、  

現行制度を維持しながら余剰人員ならびに過剰な俸給を削減する方法と、一つないし二つ  

の財政部局に五つの主要な財政部局を統合するという方法からなる三つの改革案を提示し  

ている。   

ところで、会計報告書の具体的な検討に入る前に、どうしてもここで検討しておかねばな  

らない史料的な問題が一つある。同委員会の報告書と考えられる史料としては、断片的な  

ものも含めると現在までに七つはど残っている。それらの史料は、作成時期にばらつきがあ  

るのみならず、その内容構成にも大きな違いを伴っている。そのうち（B）ritish（L）ibrary，  

AdditionalManuscript30198（以下Add．MS．30198と略記）を含む四つの史料は、18世紀になっ  

て転写されたものである（51）。これらの史料は、報告書の中の第Ⅰ部、第ⅠⅠ部のみから構成さ  

れており、第ⅠⅠⅠ部は含まれていない。一方、16世紀に作成されたものとしては三つほど残  

っている。まずB．L．HarleianManuscript7383（以下Harl．MS．7383と略記）、（P）ublic（R）ecord（0）  

ffice，King’s RemembranCerMiscellanea（E）xchequer163／12／19（以下E163／12／19と略記）は、第Ⅲ  

部まで含まれている。しかしながら、エルトンが新たに発見したウインザー城内の王立図書  

館（theRoyalLibraryatWindsor）所蔵のtheWindsorMSは、第III部が欠落している。そして、  

この史料が発見されたことで、従来の同委員会に関する評価そのものに再検討を迫る重要  

な問題が提起されることになったのである。そこで、エルトン説に依拠しながら、同報告書  

の作成過程ならびに七つの史料の関係性について検討してみよヂ。  

1552年4月26日に同委員会は財務府に対して一つの令状を発している（53）。それは調査に  

必要な資料の提出、ならびにいくつかの諮問を行うために同部局から数名の役人を同委員  

会へ出頭させることを命じるものであった。同様の令状は、他の財政部局にも送られたと考  

えてはぼ間違いないであろう。同委員会は資料提出の期限を5月14日に設定していることか  

ら、報告書の作成は少なくとも、4月26日から5月14日の間に開始されたものと考えられる。  

こうして各財政部局から提出された資料に基づき、同委員会により提出される調査報告書の  
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第一次草案が、マイルドメイと同委員会付きの書記を務めていたドディントン（Dodington，J．）  

により作成された。これが先述のHarl．MS．7383であり、同時に草案の控えも残され、それ  

がE163／21／19であった。この時点では草案の中には、第ⅠⅠほβまで完全に含まれていた。し  

かしながら、その草案がマイルドメイによって委員会に提示された時、理由はよくわからな  

いが何らかの問題が委員会内で生じ 結局のところ、この草案は却下されてしまう。そのた  

め第二次草案が作成され、それが最終報告書として委員会の承認を得て、6名の委員の署  

名のもとに枢密院へ上梓されることになったのである。エルトンが発見したthe Windsor MS．  

は、この正式な最終報告書のオリジナルであり、18世紀の四つの報告書は、これをもとに  

作成されたものであった。これを先程の第一次草案と比較してみると、前者においては序  

文中の第ⅠⅠⅠ部に関する記述と第Ⅰ工Ⅰ部が、慎重に削除されている点が注目される。したがっ  

て、具体的な財政改革案からなる第ⅡⅠ部は、正式な報告書として枢密院へ上梓されなかっ  

たことになる。最終報告書から見る限り、同委員会の調査は各財政部局の経常財政の状態  

ならびに運営状況の調査に限定されており、これまで考えられてきたように、1553～4年の財  

政改革と同委員会の間に直接的な関係を見出すことはできないのである。したがって、同  

委員会の調査内容とその意義について明らかにする際には、第Ⅰ部とⅠ部の検討が中心とな  

る。  

2．報告書業甘酢：会計報告書の検討  

（1）全体構成   

まず問題とせねばならないことは、そもそも、なぜ枢密院が同委員会に対して主要財政  

部局に会計報告書を提出させ、それに基づく国家財政の状態の調査を命じたのかという点  

である。もともと各財政部局は、年に一回ほど経常収支に関する経常収支報告書（the  

DecralationofStateofTreasury）を作成し、枢密院へ提出することを義務づけられていた（54）。  

この制度は早くもヘンリ7世期の1505年ころから実施されていたが、その後、急速に衰微し  

ていき、16世紀半ばまでに報告書の内容が不正確なものになったり、報告書自体が枢密院  

へ提出されないといった状況さえ生じていたのである（55）。しかも財政危機の時代にあって迅  

速な財務行政を求められている時に、年に一度の会計報告では十分にそれに対応すること  

は不可能であった。このように16世紀半ばの枢密院は、財政改革どころか、その前提とな  

る国家財政の全般的状況についてさえ十分に把握しきれない状況にあった（56）。そのため枢  

密院は、財政改革に先立って、まずは国家財政の現状についての最新かつ正確な情報を  
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得るために、この委員会を設置したのである。   

では、この報告書の第Ⅰ部に提示された会計報告が、どこまでテユーダーー朝期の国家財  

政の包括的な調査と見なしえるのだろうか。結論を先取りしていえば、この会計報告は全  

般的に見て、その調査の範囲が極めて限定的なものにとどまっていた。まず先述のように、  

その基礎となっている資料は、各財政部局から提出させた1550～1年ミクルマス会計年度とい  

う僅か年間のものに過ぎなかった。またこの会言†報告書は経常収入・支出（Ordinaryrevenue  

andissue）に限られており、テユーダー朝期の国家財政を構成するもう一方の部門である非  

経常収入・支出（extra－Ordinaryrevenue andissue）については何ら言及していない。そのうち、  

特に重要なものとしては、財務府が取り扱っていた議会課税収入（10分1・15分1税および補  

助税）、初年度収益・10分二税裁判所が扱った聖職者課税収入、増加収入裁判所の王領地  

売却に伴う収益（57）、さらに造幣局（theMint）の収益（5呂）などが挙げられる。先述したように、16  

世紀半ばの国家財政は対仏・スコットラン†戦争の軍事費や負債額の増大、インフレーショ  

ンなどによる財政的圧迫を受けていた。そのため、もはや経常収入だけで国家財政を支え  

ていくことが難しくなっており、議会課税収入を初めとする非経常収入に多くを依存しながら  

何とか維持されているという状況であった。したがって、同委員会の調査が経常財政部門  

にとどまっていることは、その意図はどうあれ、当時の国家財政の全般的状況を示すという  

点からすれば、致命的な問題を抱えていたといえる。調査の対象となった部局についても、  

五つの主要な財政部局、チェインバー、カレー城塞に限定されており、それ以外の非経常  

財政部門を主に扱う部局、たとえば造幣局や宮内府内の中小の部局、臨時に任命される財  

務官などが除外されている。さらに、委員会の調査の対象が経常財政部門であったとして  

も、それは依然としてかなり限定的なものにとどまっていた。たとえば、宮内府内の部局と  

して、チェインバーは調査の対象となっているものの、大納戸部（the Great Wardrobe）、プリ  

ヴィ・チェインバーの管轄していた国王内努金（PrivyPurse）、国王金庫（KingfsCoffers）の状  

態については、全く触れられていない（59）。また国防・軍事関係についても、カレー城塞に  

ついては触れられているものの、軍需部（Ordnance）、海軍部（Admiralty）、アイルランドの平時  

の防衛費・統治費については、何ら言及されていないのである。   

このように第Ⅰ部の会計報告は、当時の国家財政全般について扱ったものではなく、経常  

財政部門の、しかもかなり限定された部分のみを扱ったものに過ぎない。しかしながら、  

枢密院が同委員会に対して、このような性格の会計報告書の提出を求めていることから、こ  

の時期の財政改革の重要な目的が、かえって浮き彫りになってくる。すなわち枢密院が目  
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指した財政改革とは、五つの財政部局の改革により経常財政の健全化を図るものであり、  

もともと枢密院自体にも、国家財政の全般的状況を把握しようとするような意図がなかった  

ということである。  

（2）経常収入   

第Ⅰ部に示された経常収入に関する会計報告をまとめると、（表均の通りである。  

（表6）各財政部局の経常収入額（Mich．1550－Mich．1551）（単位＝ボンr9  

確定収入   不確定収入   ％   

増加収入裁判所   144，825   14，370   58．5   

財務府   7，562   31，786   14．5   

初年度収益裁判所   15，042  8，521   8．6   

後見裁判所  31，749   11．7   

ランカスター公領裁判所  16，568  6，486   6．6   

総 額   183，998   87，914   99，9   

1）Richardson，Rq，C咋PaSSimより作成。   

当時、経常収入は確定収入（Certainties）と不確定収入（CaSualties）の二大項目に分類されて  

いた。前者は地代収入のように毎年一定額の固定収入が見込まれるもの、後者は関税収  

入、諸手数料、没収財産などのように、年毎にその収入額が変化するものからなっていた。  

1550～1年会計年度の経常収入の総額は、271，912ポンドであった。これを各財政部局の  

収入額の割合でみると、増加収入裁判所が159，195ポンドで全体の58％と群を抜いており、  

五つの財政部局のうち同部局が、いまだに中央財政部局としての機能を果たしていたように  

思われる。さらに同部局の収入内訳をみてみると、確定収入144，525ポンドは全て地代収入  

からなっていた。こうした事情はランカスター公領裁判所でも同様であり、さらに、土地に  

関する封建的付帯条件（feudal－incidents）からあがる収入という意味で、後見裁判所（the Court  

ofWards and Liveries）の収入を含めると、16世紀半ばの経常収入は，依然として土地収入  

を基礎としていたことがわかる。   

次に問題となるのは、もしも枢密院がこの会計報告書をもとに、当時の経常財政の状態  

を把握しようとしたのであれば、1550～1年会計年度の経常収入額が、テユーダー朝時代  
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の標準的な財政状態と見なしうるのかという問題が生じてくる。なぜなら確定収入の収入額  

は殆ど変わらなかったものの、不確定収入については、年ごとにかなりの変化を示しており、  

（表均の場合でも全収入額の約扮1を占めているからである。そこでまず、エドワード6世期  

の各財政部局の経常収入額と同年のものを比較してみよう。それによると、この年の財務  

府ならびに後見裁判所の経常収入額はエドワード6世期で最も高く、増加収入裁判所やラン  

カスター公領裁判所でも平均収入額を上回っている（叫。したがって、1550～1年ミクルマス  

会計年度は、少なくとも五つの財政部局に関する限り、標準的な会計年度とは見なしがた  

いものであったと言えよう。   

さらに問題を複雑にしているのは、この会計報告書が総経常収入額（Ordinary gross revenue）  

を示したもので、純経常収入額（Ordinary net revenue）を示したものではなかったということで  

ある。先述したように、当時の会計報告書では、総経常収入額に基づく場合、その最初に  

「延滞金（aITearS）」の項目があり、その中にはたとえば前年度から未納のままになっている  

収入や、地代の延滞金額などが含まれていた（61）。当時の各財政部局では、この延滞金額  

が増加していることが問題化しており、その回収を徹底させることを目的に設置されたのが、  

先述のような負債徴収委員会であったわけである。このように滞納金の徴収が財政改革の  

主要な目的の一つであったことを考えれば、同報告書における「延滞金」の問題について  

検討しておく必要があろう。まず当該年度の各財政部局の純収入額を算出してみよう。そ  

のためには総収入額から「延滞金」額を差し引く必要がある。増加収入裁判所の財務官（the  

treasurer）が作成した会計報告書（accounts）によれば、1550～1年ミクルマス会計年度の総収入  

額は158，146ポンドごあった。しかしながら、この中には前年度からの「延滞金」93，905ボン  

慢ミ含まれているため、前者から後者を差し引いた純収入額は、わずかに54，141ボン代王  

室領売却による収益7，856ポンドを含む）に過ぎなかったことになるt62）。財務府の同年度にお  

ける純収入額は33，039ポンドであるが、これに報告書からは除外されていた同会計年度の議  

会課税収入59，611ポンドを合わせると90，322ポンドご、増加収入裁判所のそれをはるかに上  

回っている（63）。しかしながら、これらの数値を単純に比較するわけにはいかない。なぜなら  

先述のように、同年度は標準的な会計年度とは言い難いからである。   

そこで、各財政部局の純収入額を比較するためには、少なくともエドワード6世期におけ  

る経常・非経常収入を合わせた総収入額（gross revenue）のうち純収入額（netrevenue）の平均  

値を出してみる必要がある。増加収入裁判所（1547年1月～1554年1月）の純収入の総額は  

642，516ポンドであり、これを年平均に直すと、91，788ポンドとなる（叫。財務府（1547年1月～1553年  
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9月）の純収入額は530，830ポンドであり、年平均額は約80，331ボンドとなる（呵。以下、後見裁  

判所（1547～1553年）の純収入額は66，162ポンドでその年平均額は11，027ポンド矧、ランカスター  

公領裁判所の年平均額は9，537ポンドとなった（67J。初年度収益裁判所の純収入については、  

史料が断片的であることから、その正確な数値を示すことは困難であるが、オールソップは  

約28，000ポンドであったと推測しているし68）。これらをまとめたのが（哀切である。   

この裏と先の（表均とを比較すると、いくつかの興味深い点を指摘できる。まず（表均によ  

れば、増加収入裁判所の収入額は、全体の約50％以上を占めている。したがって、かつて  

リチャードソンが述べたように、「金額の規模からすれば、増加収入裁判所を財務府へ併合  

するよりも、むしろその逆の方が望ましい」（69）として、1554年の財政改革時の財務府の重要  

性を過小評価することも可能である。しかしながら、そうした見解が、総経常収入額に基づ  

くものであったところに一つの問題がある。財政収入面から財政改革における部局の統廃合  

を論ずる場合、各財政部局の収入の安定性と純収入額の高さ、つまり総収入額よりも純収  

入額に基づかれるべきだからである。そこで、あらためて（哀切に目を向けてみると、増加  

収入裁判所と財務府の純収入額は、かなり接近したものとなっている。しかも、増加収入  

裁判所の純収入額の3分2ちかくが、王室領売却収入、すなわち再び獲得されることのない  

収入であった（70）。したがって純収入額に基づけば、財務府に増加収入裁判所を併合したと  

しても、何ら驚くにはあたらないのである。  

（表9）各財政部局の純収入額（totalnetrevenue）（1547－1554）  

純収入額   ％   

増加収入裁判所   91，788   41．5   

財務府   80，331   36．2   

初年度収益裁判所   28，000   12．7   

後見裁判所   11，027   5．0   

ランカスター公領裁判所   9，537   4．3   

総 額   220，633   99．9   

1）AIsop，Exchequer，P．276より作成。  

2）単位＝ポンド  

3）収入額は年平均で示してある。  
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（表iO）各財政部局の経常収人の純収人敏（1547－1554）  

純収入額   ％   

増加収入裁判所   36，000   3う．4   

財務府   2S，864   26．9   

初年度収益裁、裾所   22，000   20．5   

後見裁判所   11、027   10．3   

ランカスター公領裁判所   9，537   8．9   

総 蝕   107，428   1（カー0   

1）AIsop，Exchequer，P．277より作成。  

2）単作＝ポンド、収入額は年平均で′う‘ミしてある。   

オールソップは、（表10）のように各財政部局の年平均純収入額から、非経常収入の主要  

部分を構成する王室領売却収入、俗人・聖職者課税収入額を差し引いた額を示している刷）。  

それによれば、純収益の安定性の面からみても、増加収入裁判所と財務府とは、かなり接  

近していたことがわかる。しかも、報告書の第ⅠⅠ部で指摘されているように、財務府は関税  

改革による関税収入の大幅な増加が期待されており、将来的に見ると財務府の重要性は、  

揺るぎないものとなりつつあったのである（乃－。   

以上の検討の結果、次の点が明らかとなった。まず第Ⅰ部の会計報告書は、経常財政の  

しかもかなり限定された部分の会計報告にとどまっていた。第二に同報告書は、経常収入  

のうち総収入額を示したものであり、純収入額を示したものではなかった。したがって、枢  

密院が将来の財政改革プランをたてる上で利用することはできたとしても、そこから各財政  

部局の純収入額、税金残高についての情報を得ることは、殆ど不可能であったのである（′′ノ1J。  

（3）経常支出  

【俸給と年金】   

報告書に示された経常支出の項目と支出額の概要を示したものが、（衣11）である。まず  

注目されるのは、支出総額235，398ポンドのうち、（1）役人への俸給・手数料と（11）年金を  

合わせると、19，100ポンドで、全体の約半分近くを占めている点であるしノ71）。  
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（表11）経常支出項目と支出額（Mich．1550rMich．1551）  （単位：ポンド）  

（1） Fees，diets and allowances to officers  

（2） The king′s Great Wardrobe”－”‥－…－－  

55，815  

1，163  

4，927  

10，281  

3，021  

6，610  

7，594  

9，733  

41，864  

15，862  

（3） Diets of ambassadors  

（4） Perpetualcharges on revenue ””””－”－－一＝一－””  
（5） Expenses of audit －…－－”－””－－－－－‥－…一－”””””  

（6） Decays and vacations of tenements etc．””－－”””  
（7） Repairs on royallands 一－”＝－－－，””””””－””－－  

（8） Payments to garrisons and fortresses＝＝＝”＝＝＝  

（9） Assignments to the king′s Household””””””…－  

（10）Jointuers and dowers，etC．in the Court of Wards －  

（11）＊Pensions and annuities（monastic：44，861，  

Ordinary：14，612，Officers pensionedin1547：3，8111）  

（12）＊Deductionsin the Exchequer for year”””””””  

（13）＊Pardon of amercements by Parliament ””－”－”””  

（14）＊Moiety forfeiture granted to king′s servants －＝＝・  

（15）＊Diets and necessaries for thelate duke of Norfolk  
in the Tower ”””””””－－－－－”””””－－…‾－  

63，285  

94  

881  

796  

630  

12，836  （16）＊Land granted forlife  

Total：235，398  

There remains（in possession：£36，513，in reversion：£78，523）115，037  

（17）The yearly charges of the Wardrobe above the revenue  

assigned thereunto  

yearly charges of the Admiralty  

yearly charges of the Ordinance  

yearly charges of the King′s purse  

yearly charges of the King′s new years gifts  

yearly charges of Calais above the revenue  

yearly charges of Ireland above the revenue 

yearly charges of the King′s Household beside £41，864  

assigned to the same  

（18）The  

（19）The  

（20）The  

（21）The  

（22）The  

（23）The  

（24）The  

1）Richardson，勧1－t，paSSimより作成。  

2）＊は財産復帰（in reversion）であることを示す。  
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報告書の第ⅠⅠ部でも指摘されているように、俸給緻の上界は、国内のインフレーション、  

部局内の人員の増加によってもたらされた。m－一方、年金支給額の大幅な増加は、修道院の  

解散にともない元修道士への生活補償金として支給された年金の額が増加したものであり、  

この年には、づ4861ポンドに達していた。さらに1547年に増加収入裁判所へ総調査官裁判所  

が統合された際に職を解かれた旧役人への補償金、他の部局の統廃合にともなう補償金と  

して、3，811ポンドの年金が支給されていた。俗人に対する年金支給緻も14，612ポンドを示し  

ていた。見落としてはならない点は、当時、〝一・一般に各財政部局の現役の役人たちに対して  

も、正規の俸給の他にそれを補填するために年金が支給されていたことである（75）。   

テユーダー朝期における各財政部局の役人たちの正規の俸給支給額についてみると、そ  

の上昇率は概して低くおさえられる傾向にあるが、それは彼らが年金をはじめとして、俸給  

額を上回る副収入を期待できたからに他ならない。このように俸給・年金額の増加が経常  

財政を圧迫していることについては、この委員会でも問題視されていた。その対応策として  

報菖書の第ⅠⅠ部において、人員削減、俸給支給額の見直し、さらには年金支給の規制など  

の具体的な勧告が行われることになったわけである。  

【財産復帰（in reversion）の問題】   

次に考えてみたいのは、経常支出のうち（1り年金から（16）期限付きの土地贈与までの78，523  

ポンドが、財産復帰（in reversion）の項目、すなわち将来、国王のもとに復帰するか、あるい  

は支払いの必要がなくなるもの、とされている点である。したがって、理論上は経常支出  

総額235，398ポンドのうち、78，523ポンドが国王のもとへ復帰した場合、経常支出総額は156，875  

ボンドになるというわけである。報告書は最後に経常収入総額271，912ポンドから経常支出総  

額235，398ポンドを差し引いた36，513ボンドの余剰金が生じるとしている。さらに加えて、財産  

が復帰した場合には、それは115，037ポンドに増加するであろうと予測しているのである。   

しかしながら、この予測が成り立つためには、まず当該財産が本当に復帰する見込みが  

あること、さらに一時的に財産を手放すような政策を今後、繰り返さないことが前提となる。  

年金問題に関して言えば、その支払いの必要がなくなるためには、年金受給者が亡くなる  

か、年金の支給を制限ないしは停止する必要があったが、実際にはそれは殆ど実現不可  

能であった。それどころか、報告書が提出されて二年後の1554年に財政部局の統廃合が行  

われ、増加収入裁判所ならびに初年度収益裁判所が解散された。そのため両部局の役人  

たちは十分な年金を補償され、政府は当分の間、かれらに年金を支給せねばならなかった  
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のである（76）。このように報籍書が、国王財産として将来的に復帰すると見込んでいるものは、  

あくまでも理論上の数値であって、将来の財政改革に向けて参考にはなったとしても、実際  

問題として財産復帰は、殆ど実現不可能であり、その意味では報告書の見通しは、かなり  

楽観的なものであったと言えよう。  

【軍事関係費、宮内府（thc K止g■s Houschold）費】   

報質書は上述のように全体の会計収支報告を行い余剰金額を算出したうえで、その余剰  

金が以下に挙げる（17）から（24）までの8項目の経費の支払いに充てられたと記している。そ  

れぞれの項目の具体的な金額は提示されていないが、大別すると軍事関係費と宮内府関  

係費とに分けることができる。   

まず軍事費としては、（18）海軍部の経費、（19）軍需部の経費、（22）カレーの防衛費の不足  

分、（23）アイルランドの防衛費の不足分が記されている。この報告書が作成される段階では、  

すでに対仏・スコットランド戦争（1542～1550年）は終わっていたが、平時におけるこれら軍事  

関係費は、依然としてテユーダー朝期の国家財政を圧迫し続けていた。報告書はカレ｝城  

塞の財政状態のみについて具体的に言及している。それによれば、カレー現地の収入4、586  

ボンドに対して支出は9，873ボンド、したがって5，286ポンドの収入不足が生じていた（刀）。他の  

軍事関係費についてみても、カレー、アイルランド、海軍、ペリック（Berwick－uPOn－Tweed）を  

はじめとする北部の防衛拠点、軍需部などの費用だけで、1551年2月から1552年9月までに、  

112，000ポンド、年平均に直すと約80，000ポンドを必要としたと言われている（78）。このように平  

時ではあっても、国土防衛に必要な経費はかなりの額にのぼっており、経常収入による支  

払い能力をはるかに上回っていたのである。   

一方、宮内府内の部局の諸経費については、それらが独自の収入源を殆ど持っていな  

かったために、枢密院が各財政部局に対して一定額を割り当て、それを毎年、宮内府のハ  

ウスホ山ルドヘ送金することになっていた（79）。たとえば調査が行われた1550～1年会計年度  

には、支払い項目（9）によると、宮内府のハウスホ山ルドに対して各財政部局から41，864ポン  

ドが割り当てられているが、その内訳は財務府が6，000ポンド、増加収入裁判所が10，000ポ  

ンド、ランカスター公領裁判所が6，（耕）ポンド（組）、初年度収益裁判所が19，864ポンド（同部局は  

余剰金をすべて宮内府へ送金することになっていた）と記載してある。つまり原則的には、少  

なくとも宮内府内部の家政費や国王宮廷の維持に関わる諸経費は、この範囲内にとどめら  

れることが期待されていたわけである。しかしながら、ヘンリ8世期以降に、国王宮廷はか  

ってなかったはどにその規模を拡大し、また政治・社会・文化の中心となり国王にとって垂  
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要な支配装置へと発展していったのである（Sり。それは同時に宮内府の諸経費の増大を伴う  

ものであり、しかも16世紀半ばにイングランドは深刻なインフレーションに見舞われていたた  

め、その額は各財政部局への割当額をはるかに上回ってしまったのである。   

そこで枢密院は各財政部局に対して新たな支払い令状を発行し、宮内府の経常費の増  

加分を補うために、追加の送金を命じた。しかしながら、各財政部局も俸給・年金などの  

費用の増加により、すでに経常収入の多くをその増加分に充てていた。したがって、枢密  

院のそうした支払い令状に見合うよう十分な額を経常収入から捻出することは、極めて困難  

な状況にあったと考えられる。そもそも枢密院自体が国家財政の全般的状況を把握しきれ  

ていなかったことからして、枢密院が各財政部局の支払い能力を正確に見極めた上で支払  

い令状を発行していたとは信じがたい。   

では、各財政部局が枢密院の支払い請求に対して、いかに対応していたのかが興味深  

い問題として残るが、ここではエドワード6世期の財務府の対応について見ておこう僻）。まず  

経常支出について見ると、財務府内の俸給・年金の支払い項目の他に、宮内府に対して毎  

年6，300ポンド（ハウスホールドヘ6，（X氾ポンド、大納戸部（theGreatWardrobe）へ300ポンド）を送  

金することになっていた（S3）。先述のように枢密院は宮内府の経常費の増加分を賄うために、  

財務府へ追加の送金を命じているが、注目すべき点は財務府ではそれらがすべて非経常  

支出として処理されていることである。まず大納戸部に対して総額14，802ポンド、年平均で  

2，000ポンド、ハウスホールドに対して13，392ポンド、年平均で2，166ポンドであった。さらに宮  

内府の他の部局への送金も行っており、たとえばチェインバーに対して17，000ポンド、また  

国王の私的金庫である国王内努金（Privy Purse）に11，379ポンドを送金していた。宮内府関係  

のこれらの経費を合わせると、∠吼573ポンドにものぼる。したがって財務府では会計処理上、  

経常費としては伝統的に固定されてきた最小限度の経費、いわば予め割り当てられていた  

経費のみが考えられていたことになる。そして、その割当額を超過した分については、たと  

えそれが実際には宮内府において最終的に経常的費用の支払いに用いられたとしても、す  

べて非経常費として処理されていたのである（瑚。このように財務府では伝統的な経常・非経  

常の財政区分制度が維持されていた。しかしながら、16世紀半ばの平時の統治費の増大  

にもかかわらず、従来のように狭除な経常費概念が維持されたことで経常費と非経常費の  

区分が曖昧となり、結果的に伝統的な二元論的財政区分制度の理論と実態が承離していた  

点が重要である。   

また財務府では、経常収入だけでは枢密院からの支払い請求に対応しきれなくなってい  
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た。そのため、財務腐では非経常収入である議会課税収入をその支払いに充てざるを得な  

い状況が生じたのである。エドワ｝ド6世期における財務府の俗人課税収入335，988ポンドの  

うち、戦費・国土防衛費として柑り，802ポンド（全体の約56，5％）が支払われているのに対して、  

平時の政府の統治費などに少なくとも83，997ポンド（全体の約25％）が支払われている185）。議  

会における課税原則とは、もともと戦争などの「非経常的な必要」が生じた際に、国王が  

議会に対して求めるものであり、またそのように運用されるべきものであった。しかしながら、  

少なくとも財務府における議会課税収入の運用の実態を見る限り、そのような原則の理論と  

実態が大きく釆離していたことがわかる。   

では、この会計報告書から、枢密院はどこまで16世紀半ばの国家財政の実態を把握して  

いたと見るべきなのだろうか。まず委員会が作成した会計報告書は、主要な財政部局の経  

常財政に関するものであり、非経常財政を扱ったものではなく情事酌まかなり限定されていた。  

というよりも、枢密院が調査の対象としていたのは、当初から経常財政部門であったと見る  

るべきであろう。そう考えれば、（表‖）の中で、委員会が宮内府に関わる経常費の超過分  

に関する金額を提示できなかったことも、十分に説明がつく。しかしながら、経常財政に関  

する報告書としても、深刻な問題を残していた。財務府の会計業務において見てきたように、  

経常費の捉え方は極めて狭除なものであり、限度額を超えたものは、すべて非経常費とし  

て扱われていた。そのため経常財政に関する報告書であったとしても、それは実態と種違  

いものになってしまったのである。  

3．報告書業十巨Ill部：各財政部局の実態調査ならびに改革の提言  

（1）経常支出の増加の実態とその改善策   

報告書の内容の信憑性はともあれ、委員会のメンバ…たちは、この第Ⅰ部の調査結果を  

深刻に受け止めていた。それは、報哲書の第ⅠⅠ部の大半が、16世紀半ばの経常財政の悪  

化の原因究明と改善策に費やされていることからもわかる（86）。   

報告書は16世紀半ばの経常財政が悪化した理由として、およそ次の二点について言及し  

ている。第一に各財政部局内部の腐敗であり、具体例を示しながら改善のための勧告を行  

っている。第二に報哲書第Ⅰ部でも明らかなように、各財政部局内の人員過剰、俸給や年金  

の支払額の増加による経常財政の圧迫である。それらを踏まえて報告書は、人員削減を中  

心とする経常支出の節減方法、また新たに経常収入を増加させる方法について具体的な提  

言を行っている。  

¶31一   



経常収入の増加の方法としては、輸出入品への課税の基本資料となる関税率表（the Book  

of’Rates）の改訂により関税収入を増加させることを提言している。この調査が行われた頃  

の関税率表は、1507年に発行されたものがそのまま用いられていたため、16世紀半ばの海  

外貿易の伸長に見合わないものとなっていた。そこで関税率表を改訂して課税対象品目の  

拡大や関税率の引き上げを行い、関税収入の増加が図られたわけである。このように当時  

の関税とは、王政復古期以降のいわゆる重商主義時代に見られるように、保護貿易を臼的  

とした高率関税ではなかった。関税収入は土地収入とともに経常収入の中心部分を構成し  

ていたのであり、報告書で勧告された関税改革とは、あくまでも対ヨーロッパ貿易を促進し  

て関税収入の増加を目論む、いわば低率財政関税であった点を確認しておこう。この勧告  

がすぐに実現することはなかったが、6年後の1558年5月28日に関税率表の改訂が約50年ぶ  

りに行われ、以後、関税収入は再び王嶺地収入とともにテユ】ダ｝朝期の経常財政を支え  

る二大収入源となるのである（87－。   

俸給・年金の支給額については、各財政部局ごとに調査が行われ、その増加状況が示  

されている。それらの増加がとくに目覚ましかったのは、増加収入裁判所である（瑚。たとえ  

ば同部局の俸給額について見ると、設立当初の俸給額は総額4，748ポンドであったが、現在  

では7，084ポンドに達しており、その間に2，336ポンドも増加していることが報告されている。  

個別に見ると同部局のトップである大法宮（tbeChancellor）の俸給額は、300ポンドから340ポン  

ドへ増加しており、第二位の総調査官（theGeneralSurveyors）の200（→220）ポンドを大きく引き  

離している。それを各官職のユニットごとに見ると監査官（theauditors）が1，588（→2，126）ボンド、  

受領官（the recievers）が1，118（→1，810）ポンドと群を抜いており、もちろんこれらの官職は、委  

員会による調査の主要な対象ともなっていた。このように俸給額が増加した背景には、人員  

数が増加したことに加えて、当時の給与体系に問題があったといえるだろう。すなわち、俸  

給の増加は、年俸（theordinary fee）が一定であったのに対して、手当（allowance）の額が増加  

したことによるものであり、後者については各財政部局に状況の変化に応じて増額させたり  

新たに加えたりする裁量権が認められていたのである。たとえば先程の大法皆の場合、340  

ポンドのうち、300ポンドが年俸であり、残りの朝ポンドが手当であったことがわかっている（89）。   

ところで、こうした勧薔が財政改革によって果たして実現可能であったのか、というと必ず  

しもそうではなかった。なぜなら俸給支給額の上昇は、16世紀半ばのインフレ山ションや物  

価の高騰を考慮すれば、ある程度までやむを得ないものであった。また委員会は人員削減  

や俸給額の引き下げを経常費節減の観点からしか捉えていないが、実際にはもっと複雑な  
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問題を含んでいた。もともと宮内府や各財政部局における官職保有者の増加は、統治機構  

の整備強化の中で生じた面もあるのであり、機能面からも人員削減の問題が考えられる必  

要があった。確かに各部局内に閑職が存在し、ある者は他部局にまたがって官職を保有し  

ていた。しかしながら別の見方をすれば、それが官職の給与レヴェルを一定に保つことに  

もなっていたわけで、当時としてはごく一般的な官職保有のあり方であったのである。また  

国王による官職の授与は、彼の臣下の忠勤に対する報酬、つまり国王によるパトロネイジの  

有効な手段として頻繁に利用されていた点も忘れてはならないであろう押－）。年金支給の制限  

についても、同様のことが言える。実際問題として、1554年に増加収入裁判所と初年度収  

益裁判所が財務府へ併合され多くのものが官職を失ったが、その際に彼らは十分な年金を  

支給された。そのため第IlI章でも検討するように、この時期に財務府から支払われる年金  

額が増加しており、当分の間、財務府はその支払いに追われることになったのである。   

また第ⅠⅠ部の勧告に基づいて経費の節減を行ったとしても、もしもそれが財政機構の抜本  

的な改革を伴うのでなければ、その効果があまり大きいものではないことを、報告書自体  

も認めている。報告書の第ⅠⅠⅠ部では、まず主要財政部局における職員の俸給頗を18，532ポ  

ンドとしている。既存の部局を維持して経費の節減を行った場合には、それは6，482ポンドに  

留まると試算している（叩。したがって、経常支出の大幅な削減のた捌こは、財政部局の統  

廃合の問題に踏み込まざるをえなかったのである。  

（2）財政機構の改革の提言   

報告書の第m部では、三つの改革モデルが示されている。まず最初に既存の財政部局  

を維持した場合、俸給の増加分3，712ポンドに余剰人員の俸給2，705ポンドを合わせた6，428ボ  

ンドを削減できると推定している（‘）2）。しかしながら、この場合、先述の18，532ポンドの人件費  

からすると、それ程の効果は期待できないことがわかる。第二案は既存の財政部局を二つ  

の部局に統廃合するものである。一つは財務府に初年度収益裁判所と後見裁判所とを統合  

したもので非二L地収入部門を主に扱う部局であり、それによって5，228ポンドの削減が可能で  

あるとしている。もう腔∵コは国王収入裁判所（theCourtoftheKing’sRevenue）として新たに設  

立される部局である。この部局は増加収入裁判所とランカスター公領裁判所を合併し、は  

ぼすべての王領地収入を扱うもので、これにより4，393ポンドの節減が可能であるとしている。  

したがって、この第二実によれば、8，905ポンドの節減が可能ということになる（93）。しかしな  

がら、その効果が最も期待できるのは、第三案が提示しているように、財務府にすべての  
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部局を統合することであり、これにより10，292ポンドと最も多くの節減が可能であるとしてい  

る（94－。   

第m部を評価する際に、まず確認しておけなばならないことは、先述のように第Ⅰけ部は正  

式な最終報告書から除外されたことである。確かに数名の枢密顧問官がこの委員会のメン  

バーであったことからして、枢密院が同委員会において議論されていた改革モデルについ  

て間接的に把握していた可能性はある。そうであったとしても、第ⅡⅠ部が最終報告書から削  

除されたことで、委員会は当初の活動日的の重要な部分を失ってしまったのである。なぜ  

そのような経緯を辿ることになったのか。その理由は判然とはしないが、オールソップは次  

のように推論している（95）。委員会報告書の作成は、委員会のメンバ←でもあったマイルドメ  

イが一手に引き受けていた。彼が最初に作った草案には明らかに第ⅠⅡ部まで含まれていた。  

しかしながら、委員会において彼がそれを提示した時、第ⅠⅠⅠ部を加えることは却下されてし  

まった。そこで彼は、第ⅠⅡ部を全面削除し第トⅠⅠ部からなる新しい草案を作成した。これが  

最終報告書として委員会において承認されるところとなり、6名の委員の署名を添えて枢密  

院へ上梓されることになった。却下された理由としては、おそらく委員たちが、彼らの権限  

は財政部局内の問題点の調査に限定されており、包括的な改革案を提示するところにまで  

及んでいないという手続き上の問題から、第ⅠⅠⅠ部を不必要なものと見なしたと考えられる。  

それを示唆するのは、枢密院の側でも、同委員会とは別に国家財政機構に関する独自の  

再編計画が立案されつつあったという事実である（％）。1552年10月13日、つまり最終報告書が  

提出される約ニケ月前に、すでに枢密院において財政組織の再編へ向けての討議がなされ  

ている。それによれば、ランカスター公領裁判所と後見裁判所は存続させる代わりに余剰  

な人員や経費を取り除くこと、一方で増加収入裁判所と初年度収益裁判所については、財  

務府に併合することが話し合われているのである。これは（図1）に示したように、1553～4年に  

行われる財政改革そのものである。このように報告書第ⅠⅠⅠ部の改革案と1553～4年の財政改  

革との間に直接的な関係性を見出すことはできない。むしろ次のような視点からこの第m部  

を評価すべきものと思われる。すなわち財政委員会にしても枢密院にしても、財政改革の  

基本理念という点においては、一致を見ていたということである。当時の財政改革とは、経  

常財政を健全化することで「国王自活（theking shouldliveofhisown）」の原則を再生する  

ことを基本理念としており、その具体的政策が財政部局の統廃合を通じて経常費を節減す  

ることであった。  
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（図1）テユーダー財政機構の発展過程  

1）（a）はエドワード6世期、（b）はメアリ1世期を示す。  

2）左端の部局が中心的部局であったことを示す。  

小 結  

16世紀半ばの国家財政の危機を克服するための財政改革は、一連の財政委員会の設置  

とともに始まった。中でも1552年3月23日に設置された財政委員会は、その調査の範囲や報  

告書の内容の充実度の点から最も注目されてきた委員会である。そこで同委員会の報告書  

の分析を行い、同委員会の評価ならびに当時の財政改革の基本的なあり方を明らかにしよ  

うとしたわけである。   

報告書の内容を検討して明らかになったことは、同委員会の活動や報告書の内容につい  

ての従来の評価に、ある程度の限定が加えられねばならないということである。第Ⅰ部会計  

報告は、あくまでも経常財政部門のみを対象とし、非経常財政部門を除外していることから、  

テユーダー朝期の国家財政を全般的に扱ったものではなかった。また経常財政部門の調査  

として見た場合にも、いくつかの注意が必要である。すなわち財政部局の実務過程におい  
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て経常・非経常財政の区分は、収入部門では維持されていたが、支出部門に関する限り  

理論的には維持されているものの、実際にはその明確な区分は崩れつつあった。したがっ  

て委員会の調査対象が、各部局の経常収支に限定されたことが、実質的な意味での経常  

財政の状態を覆い隠すことになってしまった。第ⅠⅠⅠ部の財政組織の統廃合についての三つ  

の提言のいずれも、結局のところ採用されることはなかったし、そもそも第ⅠⅠⅠ部は最終報告  

書から削除されており、枢密院ヘヒ梓されることさえなかったのである。   

しかしながら、そうした点からかえって、当時の財政改革の理念が浮き彫りになってくる  

ように思われる。当時の財政改革とは、伝統的な経常・非経常の財政区分制度を維持しつ  

つ経常財政の健全化をはかり、議会課税などの非経常収入に頼らない「国王自活」の原  

則の復活を試みるものであった。ウィンチェスター侯（Marquess ofWincester，W．Paulet）とい  

えば、枢密院の主要メンバーであり、かつ大蔵卿として財務府ならびに国家財政運営の最  

高責任者の地位にあったことから、当時の財政改革の立案・実施過程で中心的な役割を果  

たしたと目されている人物である。財務府における彼の活動に関する近年の研究でも、彼  

がこのような保守的な財政理念の持ち主であったことが明らかとなりつつある（9T）。したがって、  

枢密院が当初から財務府に好意的で新財政部局に対抗的であり、財務府を中心とする部局  

の統廃合の検討を行っていたとしても何ら不思議ではない。つまり当事者たちの認識として  

も、財政改革とは伝統的な財政運営の再生（renovation）のことであり、何ら革新的な改革  

（血0Vation）とは捉えられてはいなかったのである。  

16世紀のイングランドが主権国家としてヨーロッパに確固たる地位を築こうとするのであれ  

ば、大陸諸国と同様に直轄収入国家から租税国家への移行の問題は避けて通れないもの  

であった。16世紀半ばの財政危機の時代に、イングランドの伝統的な財政制度は、いたる  

ところで矛盾を露呈し、その移行の可能性が試されることになったとも言えよう。しかしなが  

ら、テユーダー朝期の国王＝行政府が選び取った道は、租税国家へ向けて革新的な第一  

歩を踏み出すのではなく、あくまでも保守的な改革により、ひとまずこの国難を乗り切ること  

であった。もとより、それでは問題の根本的な解決になっていないことは明らかである。こ  

の間題が再び国王と議会の重要な争点となるのは初期ステユアート朝時代に入ってからの  

ことであった。  
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＝116世紀半ば財務府出納部の財政運営  

～支払い手続きを中心として～   

第ⅠⅠ章では16世紀半ばの財政危機を克服するための政府の対応策と財政改革の理念  

の問題を扱った。とすれば、次に問題となるのは、16世紀半ばの財政危機の時代に各  

財政部局が実際にいかに対応していたのかという点であろう。そこで本章では、財務  

府出納部の財政運営について、支払い業務を中心に検討しながら、まず国家財政を圧  

迫した政府支出増大の要因を突き止め、財務府がそれにいかに対応していたのかを検  

討してみたい（1）。史料としては、オールソップが編集したエドワード6世期の財務府出  

納部の「支払い報告書（the Declaration ofIssues）」を用いることにする（2）。  

1エドワード6世期における支払い報告書の基本的性格   

まず「支払い報告書」の基本的性格を示した上で、この史料をいかに読むべきか考  

えてみよう。これは枢密院から財務府に対して支払い令状として送付された、すべて  

の枢密院の支払い令状（the Privy CouncilWarrant）の記録である。つまり同報告書の  

最大の目的は、支払シ）命二a祝儀限の帰属先と乞の内容について記録しておくことにあ  

った。つまり通常の会計記録のように実際に支払われた金額が記載されるという厳密  

な意味での会計記録とは、もともと性格の異なるものであったことに注意しておきた  

い。そのため「支払い報告書」には、その支払いに国王収入と課税収入のいずれが用  

いられたのか、あるいは支払いを行った出納官の名前についても記されていなかった。  

したがって、厳密に言えば、ここに記録されている支払い項目が、はぼすべて出納官  

により支払われたことを前提に議論を進めることになる。   

にもかかわらず、なぜこの会計報告書に注目するのかといえば、同報告書には、ま  

ず枢密院の支払い令状に基づき請求されたすべての非経常費の細目と額とが記載され  

ており、しかも「支払い報告書」は、エドワード6世期のものに関しては、完全に残  

っているからである。また「経常収支報告書（Declaration of State of Treasury）」  

に基づいて、経常費について要約された形で記録されていることも、この史料の重要  

性をさらに高めていると言える（3）。ゆえにわれわれは、この「支払い報告書」を利用す  
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ることによって、財務府出納部の各会計年度の支出の概要について、支払い指定  

（assignment）による収入・支出を除いて、はぼ完全に把握することができるのである（4）。   

同報告書は非経常支出とともに経常支出の要約を含むことから、財務府における各  

会計年度の財政収支の全般的状況について把握できる利点があることは、先に述べた  

通りである。ただし、経常支出の部分に関しては、「経常収支報告書」をもとに作成さ  

れたものの、それをそのまますべて含んでしまっては、「支払い報告書」の中で、支払  

い項目に重複が生じてしまう。その理由はこうである。もともと「経常収支報告書」  

をはじめ「出納官記録」、「出納官会計検査簿」などは、国王収入あるいは課税収入に  

よる支払いという、収入源に基づいて支払い項目を分類する二元論的な財政区分方法  

が採用されていた。問題となるのは、「経常収支報告書」に示された経常収入（国王収  

入といってよい）は、まず経常費の支払いに充てられたのは当然であったが、その余剰  

分は非経常費の支払いに充てられたということである（5）。枢密院の支払い令状は、その  

殆どが非経常費の支払いに関わるものであるから、「支払い報告書」は非経常費の支払  

い記録といってよい。しかしながら次のような場合、すなわち、該当する非経常費が  

経常収入（＝国王収入）により支払われた場合には、その費目が「経常収支報告書」の  

支出項目の中に重複して現れてくることになる。そのため、「支払い報告書」では、経  

常支出部門から非経常費の支払いに関する部分が削除され、文字通り経常費と非経常  

費とに分離されるという新たな区分方法が採用されることになったわけである。   

報告書の具体的な検討に入る前に、最後にもう一点ほど触れておかねばならないこ  

とがある。それは、ここで「経常費」と「非経常費」とを概念的にいかに捉えるかと  

いう問題である。この間題は近年のエルトンの提言を契機として起こった、テユーダー  

朝期の議会課税原則に関わる争点の一つでもあり、慎重な扱いを要するのである（6）。た  

だし、この間題の理念的な部分はひとまず置くとして、こと財務府出納部における会  

計業務、いわゆる実務レヴェルにおける取り扱い方に限定して考えてみると、それは  

比較的容易に理解できる（7）。まず経常費として処理されたものは、基本的にその支払い  

が、定期的に発行される支払い令状（annualdormant or current warrant）に基づいて  

行われるもので、通常は国璽令状の形式をとるものであった。後述するように、財務  

府においてそれに該当する主な支払い項目としては、（表1）に示した俸給、食費  

（diets）、年金ならびに、枢密院から毎年割り当てられた国王の家政費、大納戸部費が  

これにあたる。一方、非経常費として扱われたのは、それ以外の特別かつ個別の支払  
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い令状によるすべての支払い項目であった（表3を参照）。その中には、国王の家政費  

から平時・戦時の政府の統治費まで、様々な費用が含まれていた。ただし、ここでい  

う非経常費とは、必ずしもすべてが一時的な費用というわけではなく、事実上、常設  

のものであったが、ただ法的・慣習的な問題から経常費として正式には認められてい  

ない費用も含まれていた。これらの費用が経常費に含まれるまでには、通常、かなり  

の時間を要した。財務府では平時においては、まず経常収入により経常費の支払いが  

なされ、さらにその余剰分で非経常費の支払いがなされた。つまり理論的には「国王  

自活（the king shouldlive of his own）」の原則の実現が、期待されていたわけであ  

る。ただし戦争などの王国全体に関わるような「非常の必要」が生じた場合には、国  

王は議会に課税供与を求め、承認されればその課税収入を戦費に充てることになって  

おり、これがいわゆる議会課税の原則と呼ばれるものである（8）。こうした財政理念や課  

税原則が、16世紀半ばの財務府出納部における会計業務の実務レヴェルにおいて、ど  

こまで反映されていたのだろうか。この間題を中心にすえて、「支払い報告書」の内容  

を検討してみることにしよう。  

2 経常支出  

（1）俸給   

エドワード6世期に、毎年、およそ340人ほどの人々が財務府から俸給の支給を受け  

ていた。その中には財務府内外の官職保有者をはじめ、様々な人々が含まれていた。  

支払い項目を各ユニットごとに見てみると、最も支払額の多かったのは、軍需部（the  

Ordnance）の将校や砲手ら約84名に対する支払いであった（9）。軍需部への支払額は、1541  

～2年には850ポンドであったが、1550～1年には1，237ポンドに上昇しており、また1545  

～54年にかけての支払額の平均を出してみても、1，175ポンドとかなりの額に達してい  

る（10）。16世紀半ばの対仏・スコットランド戦争に関わる重い財政負担が、財務府にも  

及んでいたことがわかる。他に主なものとして、財務府内の官職保有者への支払額は、  

年平均で監査部が715ボンド、出納部が620ポンドであり、その額自体に大きな変動は  

なく安定していた（11）。16世紀半ばのインフレーションを考慮すれば、奇妙に感じられ  

るかもしれないが、財務府の官職保有者は、それを上回るだけの恩恵に預かることが  

でき、彼らにとってそれだけ魅力的な官職であった点を忘れてはならない。  
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（表力 財務府の経常支出額（1546－1553）   （単位：ボン円  

会計年度   俸給・年金  大納戸部  ハウスホールド   

1546－1547   13，837   300   5，198   

1547－1548   10，945   300   16，328   

1548－1549   10，336   300   8，143   

1549－1550   13，135   300   14，588   

1550－1551   16，677   300   6，000   

1551－1552   13，945   300   1，833   

1552－1553   19，923   300   5，222   

totalrelgn   91，496   1，950   52，114   

（1）AIsop，Exchequer，P．233，Table13より作成。  

（2）会計年度はミクルマス会計年度（9月26日）によっている。   

たとえば先述のように、本来、財務府出納部の主要役人であった大蔵卿（the Lord  

Treasurer）や出納部管理官（Chamberlain）たちは、すでに実務に関わらなくなり、その  

意味で閑職化していた。しかしながら、そうした官職は政府内部において、さらに昇  

進を遂げていくための重要なステップであったのである。一方、支払額の大きさから  

すると、ナイト・エスクワイアとして括られたユニットが最も多く、その中には財務  

府外の官職保有者をはじめとして、じつに様々な人々が含まれており、その数はぎっ  

と130名に達した（12）。彼らに対する支払いは1541～2年には1，465ポンドであったが、そ  

の後の3年間で年平均4，900ポンドに上昇し、この額は1552～3年に7，900ポンドに跳ね  

上がるまで、ほぼ維持されていた（13）。国王によるパトロネイジ行使の実態を知る上で  

も興味深い事実である。   

エドワード6世期に財務府出納部から支払われた俸給額は、年平均で9，900ボンドと  

なったが、これは同時期の財務府における総支出の年平均額78，121ボンド（支払い指定  

割り符による支出を除く）の約12，4％、また財務府出納部における経常収入（つまり課  

税収入以外）の年平均額26，635ポンドの約37，4％を占めていた（14）。  
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（2）年金   

このように16世紀半ばの俸給支払額は上昇傾向にあったことがわかるが、さらに財  

務府の経常財政を圧迫していたのが、年金の支払いである。  

（表笥財務府出納部からの年金支給額  年金支給額は、すでに1540年代から  

上昇傾向にあったが、（表笥に示した通  

りエドワード6世治世（1547～1553年）、特  

にその後半になると、その額が急増し  

ていることがわかる。支払額になおす  

と、年平均で約5，050ボンR 財務府に  

おける総支出の年平均支出額の6，3％に  

あたった。これを一人当たりの年平均  

支給額になおしてみると、1541～2年  

には26ボンドであったものが、1552  

1）AIsop，Exchequer，PP．234－5より作成。  

2）Ⅹは史料が残っていないことを示す。  

～3年には54ボンドに上昇している。  

また1549年には100ポンド以上の年金支給を受けていたものは11名に過ぎなかったが、  

1550～1年にその数は30名に達していた（15）。こうした年金支給も、国王にとってパトロ  

ネイジを行使するための有効な手段であったことは、よく知られている。しかしなが  

ら、すでに当時の政府も、年金支給額の急増が国家財政を圧迫する要因の一つとなっ  

ており、財政改革の際の重点項目であると認識していた。たとえば1551年7月10日付  

けの枢密院法令において、今後は新たな年金の支給を制限することを定めているし（16）、  

また本論第ⅠⅠ章で検討した1552年の財政改革委員会が作成した報告書も、経常財政の  

健全化のためには、年金支給を制限する必要性があると勧告しているのである（17）。   

エドワード6世期における俸給と年金の支払額を合わせてみると、年平均で14，950  

ポンドとなった。この額は財務府における経常収入の年平均額の約56，4％、財務府の総  

支出の年平均額の約18，6％（支払い指定割り符による支出を含めると約19，3％）を占めて  

いた。  
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（3）国王の家政費ならびに大納戸部費   

財務府は俸給・年金の他に、毎年、宮内府内のハウスホールド（Household，  

Downstairs，Domus Providence）と大納戸部（the Great Wardrobe）へ一定額の送金を行  

っていた。   

すでに本論第ⅠⅠ章で指摘したように、財務府はエドワード4世期から国王の家政の  

維持のために、毎年、支払い指定制度に基づいて一定額を宮内府内のハウスホールド  

ヘ送金していた（18）。しかしながら、テユーダー朝時代に入ると、クロムウェルによる  

財政改革を契機として新財政部局が設置され、中には財務府の財政規模を凌駕するも  

のまで現れてきた。そこで1540年の議会制定法により、従来のシステムが大幅に変更  

されることになる（19）。すなわち、政府から財務府に加えて新たに増加収入裁判所（the  

Court of Augmentations）、ランカスター公領裁判所（the Durchy of Lancaster）、初年  

度ならびに10分1税裁判所（the Court of First fruits and Tenths）に対しても支払い  

令状（Dormant Warrant）が発行された。この令状に基づき各財政部局は毎年、宮内府の  

金庫役（the Cofferer of the Household）に現金で割当額を送金することになり、四つ  

の財政部局に対して総額30，000ポンドが割り当てられた。財務府が受け持ったのは、  

そのうちの10，000ポンドであったが、エドワード6世期になると、その額は6，000ポン  

ドに減額されている（20）。しかしながら、（表1）を見る限り、その6，000ボンドでさえ、  

期限内に宮内府へ送金されていたとは見なし難い。たとえば、1551～2年のミクルマス  

会計年度には、すでに6，000ボンドに減額されていたにもかかわらず、金庫役Ritherへ  

のそれまでの未納分1，349ポンドに483ポンドを加えた1，833ポンドしか支払われておら  

ず、次年度の5，222ボンドのうち922ポンドも未納分であり、実質的には4，300ボンドし  

か送金されていなかった（21〉。これは何も財務府だけの問題ではなく、他の財政部局で  

も状況は同じであったようで、枢密院は1549年5月7日付けで枢密院法令を発布し、  

各財政部局に対して割当額を所定の期限内に迅速に送金するように督促しているので  

ある（22）。宮内府の経常財政の基盤となっていた各財政部局からの送金が予定通りに行  

われていなかったということは、「国王自活」原則が大きく揺さぶられていたことを示  

す事実としても興味深い。   

一方、大納戸部への支払いは、支払い指定制度に基づく1，175ポンドに加えて現金で  

300ポンドが、毎年、送金されていた。これはイースター期とミクルマス期に分割して  

支払われており、またその額自体も小さかったことから順調に支払われている（23）。  

－50一   



したがって、エドワード6世期における財務府から国王のハウスホールドと大納戸  

部への現金の支払額は、理論的には6，300ポンドになるはずであったが、実際には4，722  

ボンドにしか過ぎず、これは経常収入の年平均額の17，8％に相当した。  

（4）経常支出総額   

以上のことから、エドワード6世期の財務府出納部における経常支出額は以下のよ  

うになる。俸給・年金として91，496ポンド、宮内府のハウスホールドヘの定期的な支  

払いとして54，064ポンド、したがって経常支出総額は145，560ボンドとなる。この額は  

経常収入総額180，938ボンドの約80，4％に相当した（24）。これだけ見れば、経常財政の運  

営は良好であったかのように見える。しかしながら、経常費が増大し経常収入のかな  

りの部分を占めていたために、経常収入でもって平時の非経常費のすべてを賄うこと  

は、まず不可能であった。ましてや、対仏・スコットランド戦争などにより16世紀半  

ばまでに戦費が膨大なものにのぼっていたことを考えると、「国王自活」原則の実現へ  

の期待は、この時点で破綻していたといえよう。そうした中で、テユーダー財務行政  

をうまく運営していくための財政政策として、王簡地の売却、貨幣の大意鋳、国王大  

権に基づく強制借入、そして最後に議会課税収入に多くを頼らざるをえなかったので  

ある。  

3非経常支出  

（表3）は、エドワード6世期における財務府出納部の非経常費支出を支出項目別に  

まとめたものである。以下、軍事費とそれ以外のものとに分けて検討してみることに  

しよう。  

（1）軍事費   

軍事費はエドワード6世期における財務府のみならず、国家財政そのものの最大の  

負担となっていた。特に財務府に固有の事情として、財務府は議会課税収入を扱って  

おり、しかも議会課税収入は戦費に用いられることが原則であったため、財務府にお  

ける軍事費の支払額が増加するのも当然の成り行きであった。それを項目別に見ると  

最大の負担は⑪対スコットランド戦費の62，715ボンドであった。⑫対フランス戦費の  

額も60，539ボンドとほぼ同額であり、その大部分はカレー・ブローニュの城塞建築費  
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の支払いに充てられていた。また⑨海軍費として40，700ポンド、⑧軍需部費として  

12，785ボンドが支払われたが、その大部分は1547年までに支払われている。⑲国内の  

城塞の費用として12，065ポンドが支払われているが、そのうち7，212ポンドはポーツマ  

スとワイト島（theIsle of Wight）の城塞の維持費、残りはすべてイギリス海峡内に位  

置したオーダニー（Alderney）島の防衛費に充てられた（25）。最後に⑱アイルランドの戦  

費、統治費として1，690ポンドが支払われているが、最近の研究では、これまで考えら  

れてきた以上にアイルランドの統治に関わる諸経費が、国家財政を圧迫し続けていた  

ことが明らかになっている（26）。   

全体をまとめてみると、財務府は、この時期に軍事費として総額189，802ボンドを支  

払っており、それは財務府の全支出額の36，4％を占めていた。これを年平均支出額に  

なおすと29，200ポンドとなるが、実際には各年度によってかなりばらつきがあり、1548  

～9年には45，963ポンドという最大の支払額を示しているのに対して、1551年にフラン  

スとの間に和平協定が結ばれたあとの1552～3年の支払額は、わずかに1，947ボンドに  

すぎなかった。   

さてそうすると、これらの戦費と議会課税収入との関係であるが、それは、われわ  

れの期待に反して課税収入の約56，5％にしか過ぎなかった。その残りのかなりの部分が、  

次に検討する、それ以外の非経常費の支払いに充てられていたのである。  

（2）軍事費以外の非経常費   

軍事費以外の非経常費の中には、実に様々な費用が含まれていたが、主な項目のみ  

を挙げてみると、次のものがある。まずユニットごとにみると、そのうち最も多かっ  

たのは、ヘンリ8世期に生じた負債の返済費である。財務府は1547～8年に総額21，733  

ポンドを支払っているが、そのうちの大部分は国王の奮修品の代金を前払いしていた  

大納戸部や財宝部（the jewelhouse）の債権者への債務の返済に充てられた（27）。また⑥  

財宝部に対して18，469ボンドが支払われているが、1550～1年には、フランス大使への  

贈呈品の代金として7，422ボンドもの額が支払われていることが目を惹く。というのも  

1551年にフランスとの間に和平が実現していることからして、対仏外交政策の一環と  

しての意味合いが強いからである（28）。   

さらに宮内府内の一部局であったプリヴィ・チェインバー（Privy Chamber）が管轄し  
ないどきん  

た④国王内努金（Privy Purse）への支払いが行われている。詳しい検討は別稿で行った  
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ので、ここでは本章に関わる部分についてのみ触れることにしよう。1549年にプリヴィ  

・チェインバーの改組が行われ、同局の管轄は四人の近侍長（four Principal  

Gentlemen of Privy Chamber）に任されたため、彼らが当時の国王内努金の管理に責任  

を負うようになった（29）。1550年イースター期から1552年ミクルマス期まで、国王内努  

金への支払いは間断的に行われていたが、その額自体はわずかであった。当時の国王  

内努金に関する会計記録を調べてみると、その多くは使用人の賃金や国王が与える報  

酬など国王の家政や私的経費からなっており、一度に支払われる額も10～40ポンドと  

少額であった。ところが、1551～2年会計年度になると、8，979ポンドに急増している。  

その主な理由として次のことが考えられる。この時期にオズボーン（Osborne，P．）が四  

人の近侍長の書記官を務めており（1551～3年）、事実上、彼は国王内努金を管理してい  

た（30）。興味深いことは、1552年2月8日付けの枢密院法令により、財務府をはじめと  

する五つの財政部局に対して、これまでの各部局内の未徴収金を速やかに徴収し、四  

人の近侍長ではなくオズボーンヘ直接に送金するように命じていることである（31）。さ  

らに枢密院は財務府に対して議会課税収入である援助金（the reliefs）収入のうち約  

7，479ボンドについてもオズボーンへ送金するように命じている（32）。オズボーンはこれ  

らの資金をもとに39，948ボンドの支払いを行っている（33）。その額は四人の近侍長が扱  

った金額をはるかに上回り、その支払い項目をみると、近侍長たちの帳簿には含まれ  

ない国政に関わる経費、中でも軍事費や対外債務の支払いなど緊急を要する経費がか  

なりの割合を占めていた。したがって、オズボーンはプリヴィ・チェインバー内の一  

介の書記官以上の特別な任務を負わされていたものと考えられる。すなわち、彼の会  

計業務は、実質的には四人の近侍長というよりも、むしろ枢密院の管轄下に置かれて  

おり、彼の扱った国王内努金は、枢密院からの緊急の支払い令状に迅速に対応できる  

準備金庫として機能していたのである。したがって、この時期の財務府から国王内努  

金への支払いは、従来のような国王の家政費や個人的経費というよりも、その多くが  

軍事費や対外債務の支払いなどの国政に関わる非経常費であったことに注意せねばな  

らない。  

またメアリ・エリザべス両王女の家政費として1，000ポンドが支払われていることも  

付け加えておこう（34）。   

これらの諸経費は、ともかくも財務府における会計処理上、非経常費として理解可  

能である。しかしながら、次のような経費は非経常費として扱われてはいるが、実際  
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には明らかに平時の経常費であった。財務府は（表1）に示したように、毎年、国王の  

ハウスホールドと大納戸部へ送金を行っていたが、（表3）の（彰、②はその追加の支払  

いである。これらは、両部局における諸経費が財務府をはじめとする各財伊部局から  

の毎年の割当額を上回る程に増加していたために、枢密院がその不足分の支払いを、  

各財政部局に対して命じたものであった。財務府からは、①大納戸部へ14，802ポンド、  

②ハウスホールドへ13，392ポンドが支払われたが、宮内府に対してはさらに③チェイ  

ンバーヘも16，929ポンドの支払いが行われていた。   

軍事費以外の非経常費を算出してみると、総額172，252ボンド、年平均に直すと26，500  

ボンドが支払われていたことになる。   

では、財務府において、これらの莫大な非経常費がどのようにして支払われたのだ  

ろうか。先述のように、経常費の増大のために、すでに経常収入の多くは経常費の支  

払いに充てられており、また経常収入自体も請負料（farms＆fee farms）の免除（35）、関  

税収入の減少（36）などの理由から、将来的にみて大幅な増収は見込めない状況にあった。  

そのため財務府では、経常収入のわずかな部分しか非経常費の支払いに回すことがで  

きず、したがって、その不足分を非経常収入（＝議会課税収入）により支払うことを余  

儀なくされていたのである。オールソップの計算によれば、この時期に少なくとも議  

会課税収入の約25％が、非経常費のうち戦費以外の平時の統治費や国王家政費などの支  

払いに用いられていた。議会内部における課税原則を巡る議論がどうあろうと、財務  

府内部における議会課税の運用段階では、すでに課税原則は崩れつつあったのであ  

る（37）。  

4 財務府における経常費と非経常費の捉え方   

ここでもう一歩踏み込んで検討してみたいことは、財務府における経常費・非経常  

費の捉え方の問題である。特に、平時の統治費の増加分が、財務府においては非経常  

費として処理されていたことの意味である。というのも、この経常・非経常の二元論  

的な財政区分制度の問題は、おそらく財務府のみならず、テユーダー財務行政そのも  

のを規定する重要な問題であり、さらには初期ステユアート朝期の国王と議会との対  

立の淵源の一つと考えるからに他ならない。   

国家財政全体としてみても、すでに1529年頃には経常収入は、政府の統治費を賄う  

のには不十分であったと言われているが（38）、1530年代以降もクロムウェルによる統治  
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機構の拡大、またインフレーション、戦費の増大などにより、そうした状況はさらに  

深刻なものとなっていた。エドワード6世時代には、もはや各財政部局へ毎年割り当  

てられていた固定収入のみでは平時の経常財政を運営していくことが不可能となった  

ため、枢密院は各財政部局に対して追加の送金を命じたわけである（39）。財務府におい  

て追加送金の請求は、もともと政府の経常費であるにもかかわらず、非経常費として  

処理されている。というのも財務府ではその間ずっと、経常費とは1540年代半ばの財  

政危機以前の法的・慣習的に認められてきた常設の費用と捉えられており（表1）、そ  

の基準を超えるものは、殆どないし全く含まれておらず、そうした費用は非経常費と  

して処理されてきたからである。このような狭随な経常費の捉え方は、「支払い報告書」  

が導入される以前の1527年の財務府の会計報告書においても、すでに用いられていた  

ことが確認されており、この時にはヘンリ7世期の経常費の基準を超えるものは、す  

べて非経常費として処理されていた（40）。   

このように、テユーダー王朝が成立して以降、政治・経済状況が大きく変化しつつ  

あったにもかかわらず、財務府は伝統的かつ二元論的な経常・非経常の財政区分制度  

に固執していた。確かに政治・経済的に安定しており、経常費の増加が一時的なもの  

であれば、このような経常・非経常費の捉え方は、財政運営上かならずしも非論理的  

というわけではなかった。しかしながら、クロムウェルにより中央の統治機構が整備  

・強化されていったことは、統治費が持続的に増大することを不可避なものとした。  

そのためエドワード6世期までに、二元論的な財政区分制度の理念と実態が修復しが  

たいほどに帝離していったのである。  

小 結   

では最後に、これまでに明らかとなった財務府出納部の支払い業務をテユーダー財  

務行政全体の中に位置づけてみたい。   

「支払い報告書」の分析から明らかになったことは、この頃までに枢密院が発行し  

た支払い令状に基づき、各財政部局が統治や戦争や内乱鎮圧に関わる経費の支払いを  

行うシステムが一般化していったことである。それは枢密院が初めてテユーダー財政  

機構の中心に位置し、国家財政収入の徴収・統制能力を強め、財務行政のイニシアティ  

ヴをとるようになったことを示している。ただし枢密院による各財政部局の統制とは、  

定期的に会計報告書を提出させることと、支払い令状の発行にほぼ限定されており、  
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財政部局内部の内政に干渉することはまずなかった（41）。さらに枢密院によるこうした  

統制力も、エドワード6世の摂政をつとめていたサマセット公の時代にはかなり弱ま  

っており、テユーダー財政機構は扇の要を失ったような危機的な状況に陥っていたの  

であるり2）。1551年にフランスとの間に和平協定がなると、政府による国家財政改革が  

本格化し、ノサンバランド公（the Duke of Northumberland，John Dudley）を中心に、  

財務行政を正常化させるための組織改革が断行されることになる（43）。本論第ⅠⅠ章で論  

じたように、財政機構の改革に向けて財政委員会が設置され（44）、各財政部局の財政状  

態の把握、未徴収金の徴収強化、財政部局の統廃合などが行われることになった（4さ）。  

最終的には1554年の改革によって、財務府が中心的な財政部局として復活し、枢密院  

が財務行政全般を統制する体制が整うことになるのである（46）。   

第二に出納部における支払い業務は、伝統的な経常・非経常の財政区分制度に基づ  

いて運営されていた。しかしながら、その間の政治・経済上の変化にもかかわらず、  

ずっと経常財政についての狭隆な考え方が維持されたことが、財政区分制度の理念と  

実態を禾離させてしまったのである。しかしながら、こうした保守的な財政理念は財  

務府のみならず、当時の政府内部でも支配的な考え方であった（47）。1552年に設置され  

た財政委員会が各財政部局の財政状態を調査しようとした時、彼らが調査の対象とし  

たのは経常財政部門のみであった（48）。本章で検討した財務府出納部の支払い報告書を  

例にとってみれば明らかなように、それでは経常支出の多くが非経常費として処理さ  

れていた実態を把握できず、そのような調査は経常財政の実態調査としても非現実的  

なものであった。いずれにしても当時の財政改革の理念とは、部局の統廃合や経費の  

節減による経常財政の健全化、「国王自活」原則の再生を目指すものであった。しかし  

ながらテユーダー朝国家が主権国家として確固たる地位を固めるには、かつて見られ  

なかった程に統治費や戦費が増大することは避けられない問題であり、同原則の再生  

は現実問題として不可能であった。   

ところで、このように伝統的な部門別財政区分制度が維持された理由の一つに、非  

経常収入の中心部分が、議会課税収入により占められていたことがある。当時の議会  

課税は議会の承認を必要とする非経常収入であり、戦争などの国家の非常事態にのみ  

供与を認められるべきという厳格な原則があった。この原則は議会課税を平時におけ  

る統治費の支払いへ転用すること、さらに国王による窓意的な課税、臣民の財産権へ  

の不当な介入を防ぐ防波堤の役割を果たしていた。つまり平時において、国王＝政府  
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は経常収入でもって経常・非経常費を賄うことを期待されていたことになる。この原  

則が有効な限り、部門別財政区分制度も維持されねばならなかった。このような財政  

理念が次第に非現実的なものとなる中で、テユ脚ダM朝中期の財政危機を東り切るに  

は、運JiJ面で何とか対処するしかなかった。先述のように課税収入の運用面について  

見ると、そのうちのかなりの部分が平時の統治費の支払いに充てられていた（づてj）。さら  

にエリザベス治世末期の1580年代末以降ともなると、議会が開催されるごとに課税供  

与が認められ、臣民は事実上、毎年なんらかの税の支払いを行うといった状況になっ  

ていた。このようにイギリスの国家財政構造は、実態としては着実に「租税国家（Tax  

State）」へと歩みを進めていたのである。では課税原則が実態面において切り崩され  

ていく中で、理論面において無傷でありえたのか、というのがエルトン論争の核心部  

分である（50） 。少なくとも、課税原則は1610年の「大契約（the Great Contract）」論争  

暗まで決して安定していたわけではなく、すでに16日摘己半ばから政治・経済上の圧力  

に揺さぶられ続けていた（5‖。換言すれば、この時期のテユーダー朝国家は財政改革に  

際して、「直轄収入国家（Domain State）としての従来の立場を堅持するのか、それとも  

「租税国家」へと新たな一歩を踏み出すのかを選択する岐路に立たされていたのであ  

る。  
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所6，000ポンド、初年度ならびに10分1税裁判所4，000ポンドを割り当てられていた。  

しかしながら初年度ならびに10分1税裁判所は各年度の残金も支払うことになって  

いたため、たとえば1550－1年会計年度には約19，864ポンドとなっていた。Richard  

SOn，此porJ，pp．110，148，158．  

（21）Ritherへの未納分は1556年イースター期に完済されることになる。AIsop，  

Exchequer，p．237．  

（22）A月C，VOl．ⅠⅠ，pp．281－2．  
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（23）AIsop，Exchequer，p．238．  

（24）AIsop，Exchequer，p．252ならびに拙稿「テユーダー前期財務府出納部の財務行  

政一支払い指定（Assignment）制度を中心として－」『史学研究』194号、1991年、  

48～70頁を参照。  

（25）ノみ／d，p．242．  

（26）当時のアイルランドの財政負担については、本論第ⅠⅠ章ならびに拙稿「エルトン   

とテユーダー朝史研究」『広島大学大学院文学研究科論集』61巻、2001年、73～90頁   

を参照。  

（27）1bId，pp．240vl；do，Taxation，p．23．  

（28）Do，Exchequer，p．241；do，Taxation，pp．23－4．  

（29）もともとチェインバーは宮内府内部の一部局であり、国王の私的金庫として主に  

国王の私的な経費を扱っていた。ところが1490年代以降にチェインバーが国家財  

政の中心に位置するようになると、次第にそのような仕事は、宮内府内に新たに  

設置されたプリヴィ・チェインバー（Privy Chamber）内の国王内努金（the Privy  

Purse）が扱うようになった。Starkey，‘court and Government’，in ER，pp．29  

－58；do，‘The king′s privy Chamber，1485，1547（以下Chamber略記）’   

（unpublished Cambridge Univ．Ph．D．thesis，1973），pp．357－419；do，   

‘Intimacy andInnovation：the rise of the Privy Chamber’，in do，eds．，  

me EnglIsh Cbuz・t，（London，1987），Ch．3；Hoak，D．，‘The Privy Chamber，   

1547－1553’，in Guth，J．D．，eds．，n］（わ1・Rule aDdRel竹1utIoD，（New York，   

1982），pp．87－108；do，‘The Secret History of the Tudor Court：The king′s  

Coffers and the King′s purse，1542－1553’，ノOumalof且rItIsh Studles，  

vol．26（1987），pp．208－231；拙稿「テユーダー中期の財政危機と国家財政運営一  

国王金庫（King′s coffers）の分析を中心として－」『史学研究』217号、1997年、  

69～88頁を参照。  

（30）Richardson，HjstolγOf the Coul－t Of AugneDtatIoDS1536－1554（以下  

ALlgmeDtatIons略記），（Baton Rouge，1961），pp．352，361；Hoak，Tbe KIDg／s  

COuDCllID tjlel－eIgn ofEd帽1－d W（以下CbuDCIl略記），（Cambridge，1976），  

pp．210－2．  

（31）A．PC，VOl．ⅠⅠⅠ，p．475；Richardson，REPOl－t，pp．36ト2．  
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（32）A．PC，VOl．IV，pp．27，28，31；AIsop，Exchequer，p．240．  

（33）しかしながら議会援助金（the relief）に限ってみると、さらに多くの送金が造幣  

局（the Mint）の財務官（the treasurer）のベッカム（Peckham，E．）になされてお  

り、1550年イースター期に6，000ポンド、1553年イースター期に11，291ボンドが送  

金されている。AIsop，Exchequer，p．240．  

（34））bId，pp．236－41；do，Taxation，pp．23L4．  

（35）Aisop，Exchequer，pp．216－221．  

（36）本論第ⅠⅠ章を参照。  

（37）AIsop，Taxation，p．24．メアリ・エリザべス治世になっても、このような財務府  

の会計業務は継続して行われた。たとえば1572－3年ミクルマス期に財務府は俗人  

課税として64，744ポンド、聖職者課税として7，896ポンドの受領・支払いを行って  

いるが、そのうち軍事費に用いられたのは前者が35，519ポンド（54，9％）、後者が   

1，384（17，5％）ポンドにすぎなかった。一方、政府の経常的な費用の支払いに、少  

なくとも、それぞれ6，733（10，5％）ボンド、5，516（65，3％）ポンドが用いられた。．撒ノd，  

p．26．  

（38）Starkey，Chamber，p，401．  

（39）増加収入裁判所における枢密院からの追加送金の請求の状況については  

Richardson，ALLgmeDtatIons，pp．344－5．  

（40）AIsop，Taxation，p．15．筆者は未見であるが、オールソップが挙げている整理番  

号はB．L Add．MS36675，fos．111－12．  

（41）Do，Exchquer，p．280．  

（42）Richardson，ALUeHtatloDS，pp．160－1；Hoak，CbuzICIl，pp．169－71，206．  

（43）Ricahrdson，ALLgmeDtatIoDS，pp．281f．；Hoak，CbuHCIl，p．207．  

（44）1549年10月以降の三年半の間に、枢密院のメンバーは国家財政に関わる24の財政  

委員会（royalcommission）に関わっていた。Hoak，CbLmCIl，p．208．本論第II章を  

参照。  

（45）Hoak，（わ〟〃Cノノ，p．130．  

（46）AIsop，‘The Structure of Early Tudor Finance，C．1509－1558（以下Structure  

略記）’in風見，p．162．かつてハリスやウィリアムズは1554年の財務府の復活をも  

って、テユーダー財務行政が中世的性格のものに復帰したとしてエルトン説を批  
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判した。Harris，G．L ＆Willam，P．，‘A Revolutionin Tudor History？’，j5st  

β乃一e∫e〃た VOl．XXV（1963），pp．25－9，45－50；乃ノd，VOl．XXXI（1965），p．95．し  

かしながら、本論で検討してきたように、テユーダー朝期の財務府出納部では   

1554年まで会計業務の改革が繰り返されており、1554年の財政改革以降の財務府  

がテユーダー財政機構に占める位置も、15世紀のものから大きく変化していた。  

もちろん、全体としてみると財務府は保守的な部分も多く残してはいたが、それ  

をもって1554年の財政改革を伝統的な中世的財政機構への復帰と捉えることはで  

きないのである。  

（47）たとえば当時の代表的な財務官であった大蔵卿（the Lord Treasurer）ウインチェ  

スター侯（Marquess of Winchester，William Paulet）が保守的な財政理念を持っ  

ていたことについては、以下を参照。AIsop，Exchequer，pp．72－3，360；do，  

Structure，pp．150－6；do，‘The Revenue Commission of1552（以下CoITunission  

略記）’，／互71stol－Ical〃ノoumal，VOl．22－3，（1979），pp．531r2；Coleman，   

（妙．Cノ′．，pp．197－8；本論第ⅠⅠ章を参照。  

（48）1552年財政委員会については、以下を参照。AIsop，Commission；Elton，TEG，  

pp．230－8；do，‘Mid－Tudor Finance’，EJ，VOl．20－3（1977），pp．737－40；  

Richardson，HCA．，pp．160－213；本論第II章を参照。  

（49）17世紀末の名誉革命期に、伝統的財政区分制度が解体されることになる。まず16  

92年以降に、地租は毎年議会の承認を必要としたものの初めで恒久税化し国家の  

非常事態における臨時税という伝統的性格を失った。また国家財政歳出について  

も毎年、議会による事前承認を必要とし、地租、関税、内国消費税などの議会的  

収入が全体としてそれらを賄うという形で、議会による財政統制権が強化された。  

ブルーワは、その際に地方イデオロギーが行政府に対する監視体制の強化に果た  

した役割の重要性に注目している。また彼は、このように強い議会があったから  

こそ、最後にはより強力な国家の形成が可能になったと指摘している。Brewer，J．，  

me SIDeWS OfjbwelJCambridge，1988），pp．155－161［大久保桂子訳『財政＝軍  

事国家衝撃』名古屋大学出版会、2003年、161～168頁］．  

（50）同論争はエルトンが、1530年代以降に政府の平時の統治費を補助するのに議会課  

税が認められるようになり、課税原則が大幅に変化したと主張したことに由来す  

る。ハリスはそのような変化を認めておらず、新しい原理の導入の試みは1610年  
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までなされなかったとする。ホイルも同様の立場をとっている。オールソップも  

エルトンがいうほどに急激な変化はなかったが、一定の変化があったことを認め  

ている。詳しくは、酒井、前掲書、第1章を参照。  

（51）「大契約」論争については、さしあたり以下を参照。Harris，‘MedievalDoctrines   

in the debates on Supply，1610－1629’，in Sharpe，K．，hctIoD＆  

jな1・1IameDL（Oxford，1978）；Smith，A．G．，‘crown，Parliament and Finance；  

the Great Contract of1610’，in Clark，P．，eds．，meETylIsjz（bnuw肥81tb  

1547r164玖（Leichester，1979）；酒井、前掲書、第3章。  
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結 論 ～直轄収入国家から租税国家へ～  

16世紀半ばの財政改革の理念が、経常財政を健全化させ「国王自活」の原則を再生さ  

せるものであったということは、同時に議会課税は戦争などの国家の非常事態に関わる理  

由に基づいて行われ、常に議会の協賛を必要とするという伝統的課税原則を堅持するとい  

うことでもあった。これは「直轄収入国家」における財政構造の特徴でもある。   

このようにイングランドの場合、財政改革の際に、伝統的課税原則（＝議会の課税協賛権）  

の維持がはかられたわけだが、これを当時のヨーロッパの主要国と比較してみた場合、む  

しろ特異な例といえるかもしれない。   

フランスの場合、早くも1439年には直接税であるタイユ税（the tai11e）が議会からの経常的  

収入源となり、16世紀後半には国庫収入の基幹部分を構成していた。1523年の段階で、直  

轄収入の占める割合は、わずか3．5％にまで落ち込んでいたのである。また全国三部会の開  

催も散発的であり、1614年を最後に全く開催されなくなってしまうり。スペイン王国でも、伝  

統的な議会は保持されていたものの、1522年以降、カール5世やフェリペ2世に対して、も  

はやしぶとい抵抗が示されることはなかった。たとえばカステイーリヤの議会（the Cortes of  

Castile）は、非常時の供与金（theservicious）を経常的な補助税（subsidies）へ転換している（2）。神  

聖ローマ帝国の場合、ハンガリーに侵入したオスマン帝国軍を撃退するために、皇帝が帝  

国議会に非経常的税の供与を求めた時、そこで激しい反発に会うことが予想された。しか  

しながら、領邦君主たちは課税が半ば恒常化しつつあったにもかかわらず、彼らの臣民に  

対して帝国防衛のための課税に同意させることに成功している。というのも、彼らは帝国に  

おける課税の必要性を、彼ら自身が領邦内の臣民から税の供与を受ける正当化理由として  

利用したからである。彼らは、それを自らの軍隊の規模の拡大、城塞建築、外交、そして  

負債の返済に必要な資金を集める絶好の機会と捉えていたのである。こうして16世紀末まで  

に開催されたほぼ12回におよぶ帝国議会において、かつての貴族たちに見られたような課  

税に対する反発も和らいでいったのである（3）。  

16世紀のヨーロッパは、全体的にみて「直轄収入国家」から「租税国家」への移行期  

に入っていた。しかしながら、その過程はイングランドと大陸側諸国との比較からも明らか  

なように多様性があった。さらにそれは予め「租税国家」を志向して近代化が図られたとい  

うよりも、当時の軍事費や負債額の増大を契機とし、それらの経費がもはや直轄収入だけ  
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では賄いきれず、経常的な課税収入への依存度を高めていく過程であった。当時のヨーロ  

ッパの主要国家は課税制度を拡充させながら中央集権的な傾向を強めていったのである。  

16世紀のイングラン†葡ミ主権国家としてヨーロッパに確固たる地位を築こうとするのであれ  

ば、大陸諸国と同様に「直轄収入国家」から「租税国家」への移行の問題は避けて通れ  

ないものであった。16世紀半ばの財政危機の時代に、イングランドの伝統的な財政制度は、  

いたるところで矛盾を露呈し、その移行の可能性が試されることになったとも言えよう。しか  

しながら、テユーダー朝期の国王＝行政府が選び取った道は、「租税国家」へ向けて革新  

的な第一歩を踏み出すのではなく、あくまでも保守的な改革（renov血on）により、ひとまずこ  

の国難を乗り切ることであった。もとより、それでは問題の根本的な解決になっていないこ  

とは明らかである。この間題が再び国王と議会の重要な争点となるのは初期スチュアート  

朝時代に入ってからのことであった（4）。イングランドの場合、17世紀半ばの内乱の中で伝統  

的財政制度（いわばイングランドの長い16世紀の国家財政制度）を清算したのちに、「租税国  

家」として体裁を急速に整えていくことになるのである（5）。  

註  

（1）Sch山ze，堺dま，pp．263，266．  

（2）肋d，p．266．  

（3）励，pp．266－7．  

（4）この間題が再び議会で議論の姐上にのぼるのは、1610年の「大契約論争（the Great   

Contract）」が起こった時である。この時、国王＝政府と議会の間で、国王が封建的付帯条   

件と徴発権を放棄する代わりに、その代償として毎年、議会が示談金を提供するための   

方策が論議された。しかしながら、国王側が封建的土地保有制そのものを喪失しかね   

ないこの案に及び腰となり、一方、議会の側でも示談金をどの範囲でいかにして徴収す   

るのかを巡って折り合いがつかず、結局のところ破談に終わってしまう。とはいえ、国王   

が直轄収入の主要部分を放棄し、それまで議会側が頑なに拒否してきた議会直接税の   

恒常税化の可能性について本格的に議論されたという点で、この論争はイングランドの租   

税史上、画期的な出来事であった。国王と議会との交渉の決裂を期に、以後、内乱期（Civil   

War）に向けて議会の承認を必要としない国王大権に基づ領オ政収入額が増加していくの   

である。酒井重菩『混合王政と租税国家』弘文堂、1997年、第簿；同『チャールズ世   

の船舶税』ミネルヴァ書房、2005年；Harris，G．L．，‘MedievalDoctrinesinthe Debates on  
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Supply，1610－1629’in Sharpe，K．，edリhcbbH＆肋叫（Oxford，1978）；Smith，A．G，R．，   

‘crown，Parliament and Finance：the Great Contract of1610’，in Clalk，P．，eds．，me   

柳CbmmoH靴加地1j47r1649（Leicester，1979）．  

（5）かつてエルトンは1530年代を行政革命の時代と評価し、近代的国家官僚制度成立の分   

水嶺として捉えた。本稿ではむしろ、エドワード4世期から少なくとも1620年代あたりまで、   

国王自活原則に基づく国家財政制度が維持されていた点を重視し、これをイングランドの   

長い16世紀の国家財政制度と捉えておきたい。  
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The financialreform andideain the mid－Tudor financialcrisis  

Taro ZNAl  

In the mid－Sixteenth century，the financialcondition of Tudor State wasin  

Crisis because of huge amounts of the expenses for the Scottosh and French  

War．In1552，the government established the financialcommission to reform  

the financialsystem．The purpose of this articleis to clear up theidea of  

the reformin this period．  

In my article，Iwillexamine the report which the commission drew up to  

recommend the financialreform，and the Declaration ofIssues，One Of the  

formalaccounts which were recordedin the Exchequer．The conclusionis as  

follows；  

TheIdea of the financialreform was not theinnovation，but the renovation  

which meant to revive the traditionalprincipal，‘the king shouldlive of his  

own’．Inother words，the government attempted to prolong‘the DomainState’．  

But this reform was not the complete solution．The transformation from‘the  

Domain State’to‘the Tax State’was aninevitable condition atleast，if England  

aims to be a sovereign statein Europe．It wasin the CivilWar orlater  

untilthe transformation was attemptedin England．  
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